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リ比一
μ労

髄
法
と
そ
の
田
辺

(八〉

124 

日
川u

p
 

鴬

九

公
務
長
の
起
勤
・
夜
勤

は
じ
め
に
|
|
あ
る
政
府
の
答
介
婁
か
ら

E

現
〈
ノ
院
は
「
不
夜
城
と
も
い
わ
れ
る
υ

円
J

丘
分
割
~
告
が
し
古
今
構
え
る
ん
円
戸
庁
舎
崎
町
五
民
館
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
一
一
こ
の
公
知

のんヰ
J
キ
を
も
と
に
、
平
交
九
年
月

U
、
1

昨
吐
い
旬
的
公
労
働
基
ヰ
町
に
お
け
る
サ
ピ
マ
〈
品
川
業
等
の
支
出
ω
及
ひ
改
善
に
向
け
た

収
組

h
引
じ
同
す
る
民
間
上
意
書
一
J
N

ぺ
品
川
八
一
司
ヨ
会
長
官
品
川
凡
質
問
第
週
泊
り
い
ど
し
て
、
談

4
健
一
氏
4
4
1
参
ぷ
淀
ぷ
口
じ
よ
り

国
会
に
世
也
市
さ
れ
#
汁

制民均五日一
E
F
百
は
ま
ず
、
次
の
よ
へ
に
そ
の
演
や
け
を
述
べ
る
ο

「
労
働
主
常
法
の
室
主
υ
賃
京
都
度
は
、

い
L
h
I

儒
昔
を
俄
か
せ

ヘ
古
川
口
百
打
口
~
す
の
よ
之
社
H
M

を

純
増
昌
が
時
間
外
、

義
務
付
け
る
こ
と
と
労
働
吋
問
の
間
接
的
な
唄
引
を
行
川
、
労
働
者
ド
た
庶
を
保
持
し
な
が
ら
労
働
時
岡
山
礼
的
生
活
の
た
め
の
時
間

を
確
保
し
て
倒
く
こ
と
が
ぜ
さ
る
こ
J
を
は
院
と
し
と
い
る
c

ま
た
、
ノ
リ
次
有
衿
休
阪
航
皮
に
つ
い
て
も
労
働
基
乍
法
に
北
づ
示
、
ー
η
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俄
ヰ
ア
に

t
hし
ご
休
養
や

R
η
セ

L
L自
の
疲
労
を
一
日
保
存
い
る
こ
こ
、

加
え
て
ゅ
り
あ
る
正
治
め
長
現
に
資
す
る
こ
と
を
い
己
的
}

L
て
労
鍛
環
境
の
持
備
を
亙
っ
て
い

2

ぬ
乙

ゴ
問

平
成
二

一
一
寸
四
月
に
は
、
改
日
労
的
長
一
宇
法
が
い
脳
行
也
、
れ
長
時
川
川
り
心
的
を
抑
制
叫
し
、
ま

rt什
事
と
牛
活
の
羽
刊
の
悦
」
H
か
ん
川
市

{
心
出
川
増
h
R
八
ヤ
か
ハ
の
引
上
げ
や
時
閥
単
ザ
の
刊
次
有
給
休
暇
司
度
内
口
γ
人
な
と
が
「
れ
わ
れ
た
が

い
ま
ど
い
向
間
外
労
働
を
え
ぜ
て
も
賃

全
を

υハ
わ
な
い
ル
リ

l
ピ
ス
浅
岩
木
を
探
し
た
り
、
什
ペ
次
有
給
休
暇
を
認
め
な
い
等
、
山
人
ア
連
守
を
軽
視
し
た
規
詩
意
識
の
低
い
企
v末、

わ
ゆ
る
ヴ
ラ
ソ
ク
介
主
治
吋
叶
題
と
九
%
っ
て
い
る

U

こ
与
し
た
一
む
、

中
央
省
り
に
お
い
て
も
、

残
業
代
の
小
川
山
い
内
川
叫
が
あ
る
と
心
指
杭
が
絞
り
返

L
な
さ
れ
て
い
る
ο

企
業

在
反
に
つ
い
て
は
、
土
田
の
労
働
皇
学
低
音
署
ご
指
導
仁
川
村
{
を
打
。
て
い
る
が
、
労
働
基
準
給
付
川
署
:
一
指
r
沖
命
令
し
て
い
る
序
ぺ
完
的

'
戸
内
休
お
山
中
火
官
庁
)
↑
お
い
い
と
什

i
ピ
ス
夜
長
が
信
治
化
し
て
お
り
、
企
業
を
指
導
院
が
川
す
る
制
山
市
か
ら
早
ι
「U
H
j

改
古
ナ
る
必
川
女
子
あ

スJ
l
y
一ソ

1
7
λ
↓
Q

そ
ー
て
、
具
体
的
に
は
、
次
の
一
一
今
占
に
つ
い
て
、
政
府
一
円
生
労
働
市
口
)

の
回
答
を
ぷ
め
た
れ

¥

J

 
1
 

企
業
の
サ
}
ピ
ス
伐
叫
宗
寺
一
の
鋭
利
一
昨
日
以
百
日
子
で
あ
る
平
μ
一
労
約
省

特
に
労
鍛
基
準
吋
に
お
け
る
サ
?
ピ
ス
銭
業
引
支
誌
に
じ
っ
ぃ

て
ど
の
よ
う
に
出
早
世
し
て
い
る
の
か
、
残
長

T
当
の
え
い
払
状
況
、

の
は
待
状
況
と
科
せ

t
明
ら
か
に
d
C

れ
た
い

J

小
止
ん
省
庁
に
お
い
と
は
、

千
円
4

いいμ
務
与
コ
の
作
業
む
深
夜
労
働
に
及
M
b
p

一
2
も
能
祭
主
れ
る
が
、

山
川
山
外
万
偽
に

国
会
調
Mm事
山
花
、

対
し
て
支
払
わ
れ
る
却
細
川
主
到
務
千
当
に
つ
い
て
戸
川
仏
い
A
V
A

業
刀
常
態
化
し
し
い
る
山
で
、

宍
際
に
深
夜
労
悔

γ
及
ん
に
郎
、

円
以

U
の
給
与
仁
詩
す
る
法
律
に
た
つ
き
、
伐
勤
手
中
」
は
給
μ
J
に
反
攻
さ
れ
に
い
ふ
の
か
、

原
パ
ー
労
働
省
労
働
長
準
局
に
お
げ
F
O
支

仏
状
況
を
即
日
ム
か
に
さ
れ
た
い
c

l、
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ム-
f

佼
、
八
L

尖
の
サ
?
ビ
ス
残
業
を
な
く

J
t
い
く
上
で
、
規
制
叫
は
口
e
同
庁
で
あ
る
厚
生
川
沿
働
h
r
J
を
始
め
ご
し
と
問
委
公
務
員
の
労

働
濃
駄
を
」
d
u

心
L
て
改
善
し
て
い
く
ご
と
い
か
一
且
要
と
考
去
る
が
、
サ
ヲ
ピ
又
仙
川
実
な
ど
の
労
働
環
境
の
由
、
再
ド
向
け
て
ど
の
で
つ
な

方
引
を
J

2

〈
泣
川
内
閣
〆
「

J

つ
一
と
い
る
の
か

ト
ノ
抑
市
を
山
川
h
U
4
J
に
さ
れ
た
い

こ
れ
い
に
対
了
る
答
宇
畜

(
F成

の
内
容
は
以

τ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
が
、
他
の
れ
弁
脅
し
に
何
様
、

ハ
ム
サ
一
一
万

ロ
ド
ヘ
い
け
一

そ
の
小
討
は
ご
惑
に
け
に
も
れ
ず
、
木
で
。
を
〈
く
る
よ
う
止
も
の
と
な
っ
七
。

ノl
 

f
 

円
パ
l

労
働
在
に
お
い
て
は

校
駅
の
職
員
の
給
与
に
同
一
ヲ
フ
ω
法
律
へ
同
川
和
二
五
r
T
法
律
第
九

l
立
一
七
=
以
下
一
l
M

と
い

う
{
)
第
十
ー
ハ
長
の
1
M
J
い
に
が
述
引
さ
れ
る
椴
戸
、
が
J
E
両
劫
務
命
令
に
従
い
一

ι同
一
の
勤
務
時
間
を
記
え
て

l
た
約
筏
に

J

い
て
は
、
中
↓

設
?
に
対
的
灼
的
問
時
間
を
記
、
え
て
勤
務
し
た
ん
十
叶
問
に
対
し
て
、
超
過
勤
務
子
円
ム
ゲ
レ
」
該
職
員
に
支
給
し
て
、
L
ゐ

ト

ユ:
γ 

'一

ド
比

ー
二
伝
に
お
け
る
般
民
(
人
斗
た
り
の
土
次
休

R
の
干
均
取
得
リ
数
は
、

M
心
む
に
お
い
て
は

i
ド
・

ー、

J
u
y
h
t
 

労
働
甘
山
地
口
町
に
主
い
て
は
十
川
・
(
リ
一
リ
で
あ
る

J

(ノ、
シ

法
治
J

一
ヘ
条
の
規
定
に
い
品
づ
語
、
正
規
の
勤
務
時
罰
こ
し
て
午
後

i
vず
か
ら
翌
日
の
仔
誠
九
時
ま
で
の
河
仁
勤
務
ず
乙
こ
)
を
命

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

れ
た
戦
「
R
r
つ
い
て
は

主
一
被
』
鋭
の
勤
務
時
間
刊
の
全
時
川
に
対
し
と

校
勤
手
当
を
支
給
J
q

ゐ
こ
ど
と
さ
れ
て
い
る
が
、
廿
ヤ

生
川
方
除
問
H

、
一
リ
銅
山
某
一
ホ
ー
同
に
お
い
と
は
、
川
省
が
一
日
以
匿
さ
れ
た
ド
成
午
一
↑
口
六
い
以
降
、
伎
町
子
当
の
支
給
対
象
と
な
る
職
員
は

、面、、、
i

O

L也
弁
ハ
d
L
M

の
必
リ
タ
が
あ
る
u均
台
じ
お
い
て

っ
て
ノ
「
わ
れ

日
出
d
b

九
へ
ム
務
員
の
む
川
起
訴
務
は
、

ミ
取
引
ず
)
こ
i
J
i甘
柿
一
す

3A~
ーよ

f

ん
科
グ
ナ
v

ん

fHhRτ2
し

る
も
の
じ
あ
η
、
法
第
六
条
の
制
定
が
九
判
別
さ
れ
ゐ
肢
H
H
い
が
超
過
助
成
ず
命
令
に
沿
い
正
規
の
勤
務
吋
問
を
い
也
え
て
し
た
勤
務
に
勺
一

い
て
は
、
当
該
正
規
の
ま
北
川
什
闘
を
桜

λ
て
詑
務
し
た
ん
+
呼
出
に
対

L
て
、
沼
山
応
性
急
務
子
当
が
当
誌
職
員
一
ー
ペ
給
さ
れ
て
い
る
乙
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方
、
恒
常
的
な
い
以
山
d
m
刊
に
及
ぶ
川
町
直
勤
務
に
よ
り

政
治
守
業
山
、
業
筏
遂
行
な
と

r
uん
障
を
来
十
)
ど
も

鞍
H
H
の
よ
叫
々
が
低
f
-》

ゴ
問

に
、
議
口
町
一
心
寺
引
健
泰
ヤ
ρ

出
に
も
深
刻
な
影
響
を
止
ば
す
状
況
か
あ
る
こ
の
認
議
の
下
、
設
相
ど

}
I
J品
、
「
寸
J

不
公
務
員
の

戸
斗
1

成
四
年
r

二
月
九
巨
人
事
管
辺
運
営
協
議
ム
(
川
い
ち
に
荒
づ
き
、
引
主
一
絞
主
一
、
起
忍
勤
務
の

し
句
民
同
日
一
叩
給
対
策
↓
い
一
勺
い
て

削
減
及
び
刊
次
休
限
の
計
倒
的
僚
出

仁
努
め
て
ま
い
り
た
い

い
わ
ゆ
る
サ

l
f
ス
賎
業
の
実
態
に
は
一
六
も
絞
れ
ず
一
、
沼
一
治
片
山
一
持

T
当
ゎ
、
夜
u
引
手

h

の
説
明
を
も
っ
て
凶
芸
い
代
え
る
c

こ
の
よ

つ
な
い
什
介
の

r
bは

い
さ
さ
か
誠
実
ち
に
白
人
げ
る
と
い
わ
ぷ
」
る
を
仔
な
い
も
の
心
、
答
弁
害
以
内
問
総
理
大
臣
の
名
に
お
い
て
化
成

去
、
れ
る
以
、

そ
こ
に
嘘
を
全
門
く
わ
れ
に
も
レ
か
な
い

人
に
と
、
え
ば
、

什ムベ山叫
A
u
t
円一ーい、

持
庁
再
編
以
降
、
夜
均
一
手
レ
」
円
支
給
汁
象
と
を
司
令
職
員
は
労
勧
告
半
早
川
に
は
い
な
い
と
い
一
つ

こ
の
一
、
し
y

は
、
給
ヲ

K

F

殻
械
の
職
戸
(
の
給
与
fv
に
関
す
る
以
往
)

八
条
が
だ
勤
手
立
を

L
視
の
勤
治
叫
吋
聞
と
Y

J

て
ア
品
川

l
時
か

ら
R
W

は
の
午
前
一
立
冊
一
ま
で
の
院
に
勤
務
寸
る
、
、
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
一
に
対

J

と
]
一
め
と
い
る
こ
と
歩
、
そ
の
v
引
犯
と

}

J

て
い
る
こ
併
す
る
に
、

深
夜
の
時
山
川
口
刊
を
け
規
の
勤
務
時
向
と
す
る
よ
う
な
鞍
員
は
基
準
局
に
は
一
人
も
い
な
い
ο

こ
う
い
っ
て
い

る
に
す
さ
な
し
の
で
あ
る
つ

守也

止
規
の
勤
続
時
間
を
超
、
ズ
て

つ
ム
Z
U

伎十
t
L

ど
レ
て
、
深
夜
に
及
ぶ
勤
務
を
ぬ
と
ら
れ
た
改
行
勺
lu
対

J

て
は
、
給
ト
ヲ
日
一
日

一z
ハh

品川

お
川
川
一
釣
沙

W
I
-
-が
支
給
さ
れ
人
ゆ
っ
「
必
過
当
務

λ

計
九
γ
に
広
い
一
川
境

羽
仁
よ
り

川
市
夜
川
一
持
…
ド
対
す
る
制
憎
ハ
づ
を
初
演
し
て

の
勤
務
時
制
を
担
え
て

l
た
お
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
正
川
崎
の
議
務
川
崎
山
を
担
え
て
勤
務
し
た
ん
工
時
仰
い
対
し
て
一
お
退
出
務
子
当
を

I
d
給
し
て
い
F
O
L

答
弁
書
は
こ
の
よ
う
に
繰
h
返
し
述
べ
て
い
る
〆

J
・

の
p

仔
十
一
コ
を
行

ψ

咋
J

と

tFれ
ば

《ミ
'" 

こ
ト
つ
い
、
つ

r聞
に
な
る
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fF2Jアハ

招
通
勤
持
L
j

山「

ζ

は
い
つ
で
も
、

子
宮
の
範
阿
内
-
ぐ
し
か
ご
れ
を
支
給
て
当
な
い
と

γフ
現
実
も
あ
7

時、

バ
小
」

J

惜
局
、
の

起
逝
勤
務
命
令
を
伴
わ
な
し

組
組
勤
務
が
相
主
将
ん
ん
な
け
れ
ば
、
「
〈
t

夜
一
城
」
も
説
得
で
き
な
い

れ
ゆ
え
、
答
弁

LT
の
刈
谷

は
泌
門
戸
市
構
と
も
い
え
る
が
、
市
構
で
あ
る
F
一
こ
を
分
方
又
丈

l
m
¥
法
令
ト
誤
り
の
な
い
答
弁
丑
令
書
:
こ
こ
を
吉
公
は
求
め

h
一
れ
る
、
{
円
井
い
、
え
も
ま
た
楽
と
は
な
い
の
む
あ
る
べ

正
規
の
勤
務
時
間
と
い
う
尺
度

汗
月
執
務
時
山

u

ん

F
A
J
汗
胃
、
の
山
県
に
同
有
の
川
市
語
じ
は
あ
る
が
、

ド
ヶ
一
へ
ザ
を
含
む
、

新
旧
の
い
の
筏
間
前
v

時

1
て
{
円
Mm
と
い
う
し

h
k
業
呼
刻
を
一
八
時
ド
と
定
め
ぐ
い
る
の
も
、
こ
の
寸
[
剖
引
に
山
来
す
る

c
k
u
一

年
間
令
徐
々
I

r

J

(

官
一
庁
執
務
吋
問
ザ
休
辰
二
川
同
ス
ル

件
F

M

ぷ

H

円
の
改
正
-
総
川
内
庁
令
第
二
司
勺
)

一
一
ピ
け
ノ
執
務
時
山
ハ
円
溶
け
泣
怖
い
日
ヲ
除
キ
ハ
十

、
昨
花
川
忠
一

に
よ
り
、

首
八
時
一

l
rお
ヨ
リ
午
彼
五
時
渥
t

ス
」
と
攻
め
ら
れ
て
以
主
、

M
項
に
規
定
す
る
平
円
の
一
R
iト
一
執
務
時
間
は
、
こ
の
よ
う
に
川
↑
壬
ぐ

れ
た
ま
ま
叫
在
に
五
て
~
て
い
る
ヘ

'
川
一
九
執
務
時
一
出
と
は
、

勤
務
時
間
が
こ
の
行
口
執
務
時
一
山
に
九
円
わ
せ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
戟

ト
九
市
「
凶
同
庁
時
川
川
」
会

η
味
す
る
が
、

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

口
の
ご
1

Y

4

午
公
筏
買
の
川
以
界
一
下
、
は
、

JU扶
助
務
救
出
日
ハ
と
も
い
、
ぺ
一
、
人
手
況
の
調
べ
に
よ
る
L
f

、

つ
つ
刈
月
日
現
在
、
約
一
丘

よい

!ι 

行
一
〈
)
「
J
C
人
の
J

七
執
勤
務
取
ハ
一
が
在
織
し
ど
お
り
、
勤
務
時
制
法
二

の
破
況
の
勤
務
暗
州
、
川
一
小
川
限
詳

γ
閣
す
る
法
律
)

二
八
百
九
ハ
ひ
っ
へ
」

い
占
め
る
説
会
は
京

a

へ
%
?
と
、
全
仏
の
逃
設
を
ー
一
円
め
る
も
の
と
な
一
つ
ぐ
い
ゐ

川
を
そ
け
7

心
掛
川
員

ず
な
お
、
{
[
ハ
執
没
収
ョ
聡
員
を
除
く
主
務
時
制
法
~
河
川
哨
峨
Mmu
の
山
川
式
は
、

川
町
羊
九
通
官
成
員
約
台
y
h
六
C
C
ヘ
}
人

竺
、
交
代

引
勤
務
ν守
城
員
約
二
一
ヴ
コ
八
一
J
C
人
一
一

-
七
%
で

Ffパ

X

代
別
ι

司
仲
段
以
下
川
怖
い
貝
を
徐
く
)

U
γ
山
遅
出
勤
務
機
]
貝

川川ソ一ハけトしへ
J

「)
Z

へ

j
i
f
J
、、

J

三
一
-
C
%
一
、
ァ
レ
ソ
ク
ス
タ
ノ
ム
社
通
用
聡
民
約
ハ
J
C
C
人
一
ハ
ノ
一
一

と
な
っ
て
い

ジ〉

;当
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ぃ
ぶ
に
ふ
た
答
弁
歪
に
も
登
場
す
る
「
d
川
引
の
川
引
か
幼
時
州
一
も
、

」
の
-
で
つ
に

つ
ま
る
/
こ
ろ
円
庁
執
務
時
間
刊
に
よ
っ
て
決
ま
る
、

い
つ
仏
大
沼
は
な
い

十
川
肝
円
が
は
曜

U
と
と
も
」
週
休
日

r
J
て
ん
疋
め
、
わ
れ
た
(
勤
務
時
司
法
ハ
孔
午
、
一
三
)
今
日
に
お
い
て
も
、
日

ゴ
問

寸
に
お
け
る
土
暁
ロ
し
の
執
務
吋
一
同
そ
「
午
絞
守
町
(
一
十
分
迄
?
〆
一
】
た
規
疋
が
上
寸
前
司
令
一
い
は
ま
だ
残
つ

L
い
る
(

却
炉
に
苫

Lι
と
は
い
、
ス
、
刊
坦
休

A

日
判
手
一
八
ム
t

バ
討
見
の
い
什
L

界
に
し
有
人
す
る
逃
科
い
お
い

C
は、

刊
貝
従
点
回
会
一
じ
は
ノ
γ
わ
れ
亡
い
る
巳

れ
怖
心
川

1
1
4
f
一

b
汁

ι
剖
務
時
間
会
め
ぐ
る
台
、
の
司
令
)
な

〉
野
回
折
口
君

人
ム
沿
い
同
の
勤
務

u

一
体
市
会
一
定
め
ιに
も
の
は
い
ん
い
ろ
あ
る
ん
で
す
ね
、
こ
れ
託
料
見
る
と
ま
ず

~
!
ノ
マ

当
l

件
(
d

の

F

」
と
へ
込
が
ら
一
般
械
の
職
員
の
給
lrcuγ

い
関
す
る
法
洋
、

ャ
」
れ
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
と
も

そ
の
別
に
、
一
J

一寸

ょ
の
小
の
わ
四
条
、

日
執
務
時
間
ザ
怖
い
限
一
陪
ス
ル
件

)， 

主
じ
円
円

υ陪
ム
υ第
ー
ハ
号
)
、
総
務
庁
の
払
ム
ド
援
を
見
乙
と
、

P

」
ιが
や
ハ

J

一
は
り
牛
主

て
い
る
わ
け
に
す
ね
そ
の
中
♂
、
一
行
片
ノ
執
務
時
間
ハ
け
翠
は
及
似
1
ヲ
除
キ
/
ょ
川
八
時
々

十
八
勺
ヨ
リ
デ
佼
サ
五
時
名
人
、
ス
位
、
ン
ト

日
町
円
ハ
作
後
零
時

=
l分
迄
ト
ス
」
、
こ
う
な
J
て
い
る

υ

ノr
f
J
て
、
そ
の

許
円
相
品
川
の
附
則
の
う
か
は
る
と
、
一
明
治
九
ノ
r
f
Y
A

政
区
達

第
二
十
七
号
市
但
喜
ロ
ノ
削
ル
L

ベ
こ
う
い
う
の
が
あ
る
わ
け
ご
す
ね

f

こ
の
明
治
九
午
太
氏
令
達
約
二
十
ピ
号
ど
い
、
つ
の
は
紅
か
r
d
T
て
と
詞
べ
と
み
る
い
ど

」
れ
は
も
う
な
か
な
か
ん
/
私
1

ぐ
も
の
子
一
t
に

あ
る
法
令
集
じ
は
な
い
ん
て
す
ね

国
会
河
川
ー
一
常
治
挙
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
る
い
一
、
「
本
ル
川
戸
一
ヨ
リ
じ
限
l
-
7
3
1山

T

休
似
ト
だ
ム

バ

K
山

ハ
日
川
河
臥
ノ
川
浩
京
凡
刈
刀
コ
ィ

1
U
躍
円
ヲ
以
一
ア
什
小
限
卜
波
定
供
条
比
守
山
作
品
快
事

円
!
曜
口
い
川
正

i

時
ヨ
j
休
限
タ

ル
ヘ

ι
事

こ
れ
が
明
治
九
咋
一
円
ん

-
h
三
と
、
ご
う
い
う
の
デ
あ
る
わ
け
で
す
u

羽
r

壮
一
あ
る
総
河
内
閣

じト
k

政
J

」門達

M
W
氏
名
阜
の
巾
で
は
、
こ
の
ア
川
氏
{
「
E
h
江
の
た

uh--し
書
さ
は
も
う

1
コ
た
と
川
、
つ
こ
と
で
す
か
ら
、
た
い
に
し
喜
き
以
机
は
ま
だ
土
ヨ
け
て
い

る
の
か
な
と
い
う
ふ
、
つ
に
忠
う
わ
り
な
ん

i土
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ミ

}

!

?

Z、
ふ
刊

J
h付

J

イ
」
ム
レ
一
ヲ
f
t

バ

H
総
理
庁
〈
y
川町

り
こ
い
う
の
三
、
政
府
ぃ
職
員
の
勤
務
ド
ザ
同
に
関
す
る
捻
間
前
令
、
二

日
和
↓

Y
J
N
年

う
い
う
の
が
あ
っ
て
、

F

」
れ
一
下
、
も
司
と
く
「
:
刊
明
日

p

前

八

時

分

か

ら

p

候
零
時
分
士
市
、
。
」
、
こ
う
い
う
ふ
う

4
定
め
が

あ
ぬ
わ
け
で
す
が
、

士
ぜ
こ
へ
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
片
仇
も
ま
と
り
の
候
『
F
ん
ま
で
あ
る
土
う
な
も
の
が
全
部
生
さ
、
い
仁
、
主
ち
つ

と
を
珂
さ
れ
な
い
ま
ま
に
流
い
て
い
ゐ
ん
む
し

γ

ご
っ
か
ぺ
ま
ず
、
こ
の
点
か
ら
何
い
た
い
L

U
思
う
Fν

と
す
け
れ
ど
も

U

。
政
府
委
員
(
手
塚
康
夫
君

払
も
+
い
制
収
に
つ
い
じ
は
ま
こ
と
に
味
い
』
刀
と
こ
さ
い
ま
し
て
、
川
沖
牛
の
方
が
よ
く
航
行
じ
カ
と

思
い
い
ま
ム
す
が
、

し
カ
し
、
そ
の
ム
口
い
け
心
に
な
れ
ま
す
と
、
先
生
も
な
か
な
小
人

4

ア
で
き
な
か
っ
た
と
お
っ

L
h
J
て
い
ま
す
が
、
た
だ

4

市
川
+
け
い
む
で
山
一
干
げ
ら
れ
七
明
治
九
円
ー
の
た
政
守
門
T

一
定
第
二
十
七
号
、

こ
れ
は
現
尖
じ
は
列
サ
ー
バ
ー
さ
て
お
り
ま
什
ん
〈

政
府
峨
い
い
い
の
〕
久
一
h
h
f
↑
え
他
↑
関
す
る

3
律
の
部
を
改
正
す
と
法
律
、

r
f
給

7
法
、
こ
れ
で
も
っ
て
悦
!
日
ど
い
、
)
工
と
い
を
つ
一
よ

γり

土
品
L
1フヘ

J

と
だ
、
一
、
の
中
身
ド
レ
身
は
か
な
り
興
味
の
あ
る
J
A
以
下
速
で
ど
さ
い
ま
、
〆
て
、
そ
札
ま
で
は
、
川
丸
刈
i
lム
ハ
け
と
お
J

?

〕
ゃ
い
ま
、
ν
た

け
れ
ど
も

、
六
円
な
ん
て
す
ね

の
つ
く
円
と
六
の
つ
く
リ
ネ
休
み
に

J

ま
す
と
い
う
こ
と
だ
〆
ご
の
か
改
め
ま
、
ニ
¥

式
に

U
叩
惟

U
を
休
み
こ
い
う
の
を
初
め
て
弘
行
九
込
r
八
?
、
ヲ
マ
れ
で
一
躍
り
半
ド
ン
と
い
う
の
で
ム
ー
の
週
休

;
l
}
 

川
市
グ

や
げ
塙
ノ
人
、
初
め

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

が
こ
の
太
政
JU
達
だ
っ
丈
と
い
う
存
立
昧
で
、

か
な
リ
段
々
も
お
も
ご
ハ

J

い
ん
政
官
遼
だ
と
出
〕
っ
て
士
J
q
が
、
↑
什
吋
は
渋
川
剤
約
に
は
も
う

逆
に
、
れ
は
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
が

河
川
品
い
そ
う
い
う

h

〕
こ
と
泌
汁
に
な
っ
て
お
り
ま
す

そ
れ
ふ
り
MLU

l
 到

V

三A
山引1
 

国
家
公
務
r

口
法
に
勤

珠
山
時
間
、
ど
い
ろ
可
能
が
出
ぐ
ま
い
り
ま
せ
入
。
財
間
外
勤
務
レ
い
う
の
は
山
ご
ま
い
り
ま
す
が
、

劫
汝
T
U
H

問
と
い
う
の
は
た
し
か
山
て

む
L
ろ
給
与
法
の
ん
で
技
務
時
山
と
い
う
の
が
出
て
き
て
、

そ
れ
会
受
け
て
人
手
間
川
市
部
一
立

手
}
み
な
か
っ
一
た
と
思
い

♂

F
l
r
c
、

J
t
p
 

が
で
守
件
、
人
ぞ
れ
巾
:
町
、
一
ぞ
れ
の
羽
安
の
待
問
の
伝
り
分
け
を
、
先
川
l

お
っ
し
ゃ
ワ
た
よ
う
一
勺
総
珂
庁
〈
つ
と
い
う
こ
と
て
や
っ
て

L
ノν
わ
や
じ
ん
じ
ご
さ
い
J

コヲ

ノ"

グコ
N 
ぞ
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た
だ
、
そ
れ
に
だ

L
亡
、
た
生
山
川
主
摘
の
こ
お
り
、

間
一
ハ
ニ
コ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
大
正
午
の
潤
令
ハ
ロ
り
、
ご
れ
が
ま
だ
に
川
き

ゴ
問

明
治
時
代
、

い
わ
ゆ
ぬ
い
姶
送
時
刻
/
一
い
う

F

〕
と
で
参
集
退
出
暗
刻
、

、-

"し
を
"ヤ
ノじ

次J

、
t、
る

/ν 
析

す

"、、
J1j 1<法学i(i3 ¥2--8) 2別〆201:L7 

亡
お
り
ま
す

か
f

ぃ
、
つ
の
川
山

什
向
川
知
的
な
口
は
私
ど
も
わ
か
j

か
ね
る
ん
で
す
が

日
の
も
の
を
一
日
一
見
ま
す
と

明
治
一
正
午
な
ん
カ
を
E
h
ま
す
と
、

み
の
刈
(
巳
の
刻
、
」
L

市

C
5担
|
|
起
に
は
参
集
し
な
さ
い
と
、
そ
れ
で
さ
る
の
刻
、
昨
の
刻
、
午
後
剖
時
刻
|
|
立

な
っ
た
ら
[
一
向
山
し
て
も
い
い
ず
す
よ
t
t

い
う
よ
与
な
こ

2
会
で
の
で
き
て
、

そ
れ
が
い
わ
ば
こ
の
間
ム

J
z
f
ヲヱ

2
r
k
i
'
J

フ
L
f
戸
、

ー

:

I

f

r

l

J
q
n
c
す
か
ら
こ
れ
を
は
い
ま
す
と

い
わ
ば
執
務
時
間
と
い
う
慨
念
で
為
る
わ
け
な
山
で
す
ね
コ
そ
れ
に
対
し
て
、

や
は
れ
現
在
給

L
J
1い争
l
l
r
伎
っ
て
い
ま
す
訟
務
時
山
と
い
う
の
は

和
々
の
恥
HH
の
い
わ
ば
北
仙
北
ぃ
什
川
な
も
の
μ
し
て
玄
ゐ
時
間
と
い
う
の
を
と
ら

て
い
ま
す
{
)
戦
後
約
な
概
念
一
じ
め
る
わ
け
な
人
ご
L
9
っ
そ
れ
が
戦
別
か
ら
の
執
務
時
間
と
戦
後
の
羽
議
時
間
、
れ
干
発
惣
が
辺
、

7
4
が

あ
り
ま
し

J
¥

完
ん
ム
)
↑
片
方
に
吸
収
す
れ
ば
い
い
と
い
、
つ
よ
う
む
伴
系
に
と
う
も
な
っ
て
お
ら
な
い
お
り
で
す

さ
の
可
一
が
、
現
在
も

〕
て
は
併
心
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
そ
の
大
き
な
町
中
川
い
ご
と
、

そ
う
1
v
x

ノ
ふ
う
に
私
L
Y
J
b

理
問
手
、
お
り
ま
す

J

日
門
公
む
ム
シ
一
主
的
院
内
隔
を
一
民
公
人
山
J
U

社
内
部
第
二
号

IIf~ 
fu 
ノ、

は

年

いい、一
P
ふ

「
濃
い
は
の
防
筏
貯
羽
は
、
休
明
時
け
川
を
除
当
、

一
週
間
刊
に
つ
い
て
叫
い

J

門司
J

守
一
下
ら
ず
川
八
時
川
を
こ
え
な
い
範
川
出
ー
司
一
に
お
し
て
、

人
事
院
凱
淵
て
定
め
る
〉
ド
成
六
作
に
勤
務
同
司
法
が
制
定
さ
れ
る
山
の
給
》
訟
は
、
当
初
か
ら
一
四
条
改
で

F

一
の
よ
う
に
定
め

ど
い
た
、
じ
の
質
疑
い
お
い
て
、
野
刊
参
議
坑
一
一
間
員
(
円
本
社
会
引
所
属

J

や
手
塚
政
刊
心
不
正
門
司
(
総
得
庁
人
事
一
日
長
)
が
ゴ
い
え
し
人
J
M

給

リ
誌
の
川
市
疋
と
は

週
間
の
蛎
務
時
山
に
つ
一
い
ご
に
め
た
こ
の
丸
定
を
桁
づ
。

伸
明
以
の
一
部
務
持
問
は
、
休
日
間
】
持
凶
を
な
R

遊
山
中
」
ん

η
州
十
弘
山
と
す
る
一
コ

J
l
た
に
机
下
士
み
た
u

到
均
等
山
氏
は

で
こ
与
刻
定
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
近
間
的
勤
務
時
山
の
法
疋
は
、
民
体

u
上
U 

致
命
時
間
は
六
糸

羽
~

l

L
什
仲

iヒ

初
五
条



R 

り
法
に
疋
め
ゐ
体
nn
お
一
品
ぴ
年
末
可
始
の
体

R
、
円
改

N
h栄
一
一
九
4
M
別
し
、
役
者
の
休

U
に
つ
い
て
は
こ
九
を
勤
務

U
に

Jτ

め
る
ご
1
f

に
主
っ
こ
初
め
て
川
正
札
じ
な
っ
人
/

(
仮
」
週
休
日

r
休
日
の

J

、
引
が
な
け
れ
ば

週
日
の
勤
待
以
川
河
は
迎
い
司
一
リ
変
動
し

川
見
守
三
こ
こ
に
も
留

E

j
る
必
要
が
あ
る
〉
「
将
一
い
勤
務
す
る
こ
こ
を
命
ぜ
ら
れ
ゐ
芸
を
除
さ
、
リ
岬

M

の
勤
傍
時
間
ド
お
い
ど
も
勤
務

す
る
こ
と
宇
一
長
し
な
い

ヘ
M
州
夕
方
。
時
ど
の
よ
う
な
円
と
し
て
、
休
じ
は
い
出
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
け

体
戸
い
に
つ
い
て
ム
給
与
が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
タ
一
ブ
マ

L

に
は
な
っ
だ
が

実
際
に
は
「
正
ぬ
の
説
務
時
制
に

k
る

勤
務
に
対
ず
F
O
荒
川
間
」
と
定
訴
さ
れ
九
州
津
川
町
相
へ
給
ハ
寸
法
五
条

日明♂

ur、
休
日
ト
勤
務
ー
な
い
こ
と
に
」
っ
て
減
額
き
れ
な
い
こ
と
を

そ
れ
は
白
コ
味
守
る
じ
と
ど
ま
て
い
わ
=
む
し
ろ
、
休
日
に
つ
い
て
は
二
れ
由
主
務
け
と
し
て
カ
ウ
〆
?
さ
れ
る
こ
と
に
」
り
、

抑
も
ん
る
こ
と
ん
jep
さ
る
と
い
う
効
引
さ
え
、

叶
問
レ
」
た
り
の
給

7
涼
」
(
給
与
法
一
九
条
)
を
い
い
け
は
数
に
担
当
J
q
る
分
、
沢
く

そ
こ
に
い
あ
ぐ
た
の
で
あ
る

3

で
い
う
州
市
晴
員
会
的
日
開
{
正
基
使
ー
な
る
ー
勤
務

公と一ノドい、

地
内
司
パ
と
体
円
が
む
の
よ
ス
ー
に
し

J
R八
ん
さ
札
ス
杭
来
、

近
作
司
の
勤
務

γ
つ
い
て
は
一
ぃ
規
の
勤
務
叫
院
を
程
、
え
て
勤

務ト
q

る
丹
、

}tr

ら
れ
た
」
も
の
と

1
1
起
川
勤
務
J
z
v
i
が
支
治
さ
れ

一
山
ム
同
地
の

九
条
)
、
体
円
の
勤
務
に
つ
い
て
は

勤
務
時
一
向
山
に
勤
ι持
す
る
こ
と
を
命
ザ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
休
口
祐
が
又
給
さ
れ
る

は

{、一一同法

と
欠
ご
と
い

h

つ
ー
で
つ
に
、

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

方
で
、

T
当
!
の

J

へ
一
対
を
も
作
、
?
も
の
と
な
つ
え
っ

か
く
し
て
、
三
b
d
L
J
の
世
界
に
お
い
て
は
、
ー
止
組
何
勅
昨
日
時
凶

と
い
う
戸
、
既
い
ん
要
と
も
い
う
べ
き
い
置
を
占
め
る
こ
と
い
な
る

(
買
に
み
人
J

よ
う
に

の
い
分
い
お
い
ト
ら
、
「
リ
民
の
勤
務
時
間
が
州
者
を
仔
け
る
尺
皮
と
さ
れ
て

い
る
℃
こ
の
こ
と
も
件
之
す
る
必
宏
が
あ
ろ
、
つ
n

氏
問

取人法羊)fi3 (2--0) 26:1 C2 (J l~L "(-: 
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起
動
・
夜
勤
手
当
等
に
み
る
公
務
員
の
世
界

公
務
い
は
の
世
界
と
そ
れ
以
外
の
け
「
制
作
と
で
は
、

司
じ
か
什
林
の
町
h
m
J
T
住
民
し
ご
い
て
も
、

7
〕

ぞ
の
ま
昧
が
H
凡
な
る
こ
こ
が
多
い
C

J

古
に

ゴ
問

4F

、mv

端
を
み
た
工
う
に
、
畑
山
辺
駄
務
-j当
や
伏
勤
手
中
」
は
そ
の
代
表
例
と
も
い
う
こ
と
が
と
き
る

J

た
が
、
況
下
に
υ

内
る
よ
う
に
、

川
恥
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
追
い
が
あ
っ
子
わ
け
で
は
な
い

f甘

7軍:

匡
家
公
務
員
に
も

か
っ
f
、
労
働
ふ
準
法
を
日
記
め
と
F
F
る
労
働
協
同
川
法
令
が
漁
刑
さ
れ
て
い
ん
時
代
子
あ
，
た

そ
う
し
た
時
代
に

制
定
を
み
た
法
律
仁
、

次
の
よ
、
つ
に
一
七
め
る

労
働
基
ゃ
法
寺
町
施
行
日
正
つ
政
府
職
長
に
係
/
v
給
う
の
い
叫
治
州
諸
ド
同
J
q
ゐ
法
律
」

lIE 
利

ハ
ト
」
バ
ヨ
カ
あ
る

/， 

円
一
円
必
空
治

工l

見
出
は
、

E
山
ん
て
の
他
政
府
職
1

h

(

(

以
下
校
長
と
い
う
)
、
職
戸
、
の
造
技
又
は
収
己
の
死
亡
当
出
つ
て
の
以
人
に
よ
コ
ご
止

J
を
縫

ム

3
4

二

、

p
y
-
-
l
l
p

t
f
v

め

l
j
h
L

一一rr

，
ift

守
山

N

J
ヲ

(
時
一
の
た
め
る

J

々
働
条
刊
に
相
1

」
す
る
も
の

9

が、

l
該
立
準
に
よ
る
治
J
2
の

額

に

宝

u
t
v
v
ζ

き
は
、
を
の
法
…
滑
に
よ
る
い
川
r
つ

の

領

に

芝

ト

9
7
Q

ま

¥
:
又
九
印
す
る

lり、
ごプ

、
山
辺
の
橋
一
八
川
仁
わ
い
て
、

司
J

買
わ
抗
d

止
に
L

h

リ
開
一
釘
仁
て
支
給
す
る
給
打
J
!
こ
佼
目
の
例
に
と
る
給
与
と
の

4
引
誌
の
規
疋

に
よ
る
給
ト
ヲ
の
支
給
子
絞
に
河
)
岳
山
女
な
事
41
は

こ
れ
を
{
で
め
る

:討

ゴ1I

こ
の
法
伶
は
、
り
万
俄
基
準
法
治

七
条
(
時
-
の
川
崎
で
に
上
る
時
間
件
、

体
い
比
ぴ
涼
佼
の
パ
コ
山
治
首
〈

fr戸
当
ず
る
給
与
に
わ
J

一

い
て
は
川
知

く
き
事
山
の
牛
じ
た
給
与
に
つ
き
、
こ
れ
ま
澄
川

tF
る。

十

年
七
月

U
以
後

6
6
6

プ
て
の

{京川、立川:1¥2--10) 26(')三υI:L7 1 



こ
れ
を
一
ズ
け
て
い
~
め
ら
れ
た
の
が

「
川
和

ート

年
i'1 
1$: 
4与

，、

ヒ
ー す

けつf
百 円

ドd
十 土木

1J.~ 

υ 主主
給辻、
'1<.. 分
ノい 寸

舟

:)j ρ〕

万荷
二主 h 

1干
門

モ7 つ
j重政
喋久ザ手
)革i

の
応
急
辻
仁
而
仁
田
川
す
る
法
律
)

に
ぶ
7
Q

給
守
ム
ザ
ヰ
引

平日

げ
に
本
山
(
リ
、

F

」
何
一

準
別
に
は
、
次
の
工
う
な
超
過
勤
務

F
当
に
閣
す
る
定
め

久
勾づ

が
山
間
か
れ
た

(
適
用
範
囲

J

第
一
条

ヰ
同
一
通
勤
ル
拍
手
中
」
は
、
{
「

i

ど、

J
Jん
の
待
起
を
託
け
る
V
旬
、
高
山
訂
以
、
疋
員
、
箔
人
足
び
仁
門
貝
ヘ
以

F
城
H
H
と
い
う
〈
)

れ
を
ス
給
ず
る
u

但
1
、
左
に
伺
げ
る
省
に
は
、
『
人
“
岡
大
巨
の
水
訟
を
H
h
た
湯
舟
を
除
〈
の
ほ
か
、
こ
れ
を
I
ぇ
給
[
な
い
c

、
上
納
の
訓
作
一
い
若

L
く
は
関
経
ノ
〈
は
伊
渇
の
栽
比
一
、
日
料
収
?
し
く
は
伐
採
の
卒
業
そ
の
悦
長
持
の
事
京
に
/
代
7
J
q
Z
梓

二
、
助
羽
の
お
奇
又
日
い
本

F
品
情
物
の
採
様
丈
し
く
は
長
症
の
事
業
そ
の
他
の
歯
f
T
、
安
否
人
は
本
寺
山
事
業
に
従
干
す
る
右

、
除
雪
若

ν
く
は
管
埋
の
地
校
に
あ
る
高
又
は
機
密
の
手
拐
を
取
扱
、
っ
者

山
、
取
悦
J

人
は
断
続
的
い
ど
湖
に
従
事
寸
る
若
で
、
行
政
許
庁
の

(
迂
過
勤
務
手
当
の
逮
捕
間
)

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

第
二
条

日
臼
子
主
投
ぴ
主
主
子
心
告
の

EJ持
と
す
る
一

相
直
勤
母
子
半
は
、
こ
れ
を
分
っ
て
け
広
司
外
子
穴
、
災
状
千
宅
、

(
時
間
舛
手
当
)

第
三
条

仲川川川
L

が
を
の
前
特
寸
カ
長
の
ん
ν
に
よ
り
、

左
打
各
u
り
の
♂
じ
該
当
す
る
勤
務
仁
脱
し
た
場
合
に
お
い
て
、

時
間
礼
子
当
は
、

そ
の
お
忍
狩
持
肘
間
数
に
ゆ
じ
、
こ
れ
を
支
給
す
る
の

、

、t
i
l
 ー
間
人
守
第
六
号
治
瑚
刊
の
V
J
治
討
問
(
以
{
ゴ
庁
次
務
時
間
と
い

ト
ょ
っ

f
訓一政

f

け
す
る
城
[
買
が

ノ

円
か
ら

l
月
一
十
日
ま
?
の
問
に
お
い
て
退
庁
ヰ
刻
(
七
月
=
一

uか
ら
八
円
一
一
十

円
ま
で
の
叫
に
お
い
て

l時

¥"-

，-

取人法羊)fi3 (2 --: 心部 "21:1:1.71 
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は
で
州
市

R
を
除
主
後
問
時
ζ

↑9
7

Q

)

ハ
依
佼
力
時
ま
で
、

i

け

U
か
ら
=
円

R
ま
で
の
向
仁
お
い
て
法
:
ト
リ
時

刻
後
下
後
六
町
ま
で
勤
務
〆
h
J

円相ハ川

ゴ
問

'.IJ" 

戸町

円
か
ら
ト
ー
月
一
十
じ
ま
と
の
問
に
お
い
て

1
後
h
時
河
川
~
弘
、
十
々
だ
じ
か
ら
↑
三
一
-
H
h
ま
で
の
川
に
お
い

て
午
後
ハ
時
以
後
勤
務
し
た
場
口

引-

じ
ま
て
は
干

F

川
八
旬
、

τh 
ノ u

j持

始
ま
ア
〆J

も

グ)
〕〆

ミ当

れ r"与
~C :n[ 

い F:
た Q

。じ

ア'J'
Iコ

ロ

包
円
庁
弐
市
中
一
引
間
は
、

日

ー

か

ら

トJ

rコ

じ
ま
で
は
午
前

二
、
ざ
け
い
割
弱
時
間
に
よ
ら
な
い
で
投
筏
ず
る
職
員
が
、
大
蔵
大
出
の
定
め
る
ゆ
礼
務
時
間
/
匂
況
は
叩

L
L己
認
ι「

、
休
日
に
羽
冷
し
た
ほ
乃
合

日
開
凶
b
A
R

判
条
の
時
間
外
手
中
i

の
献
は
、
勤
務
一
吋
岡
山
レ
」
り
ん
ね
I
J
蕊
の

l

判
王
八
万
斗
可
葉
市
市
号
の
め
の
批
叫
ん
ー
は
十
割
)

の庁早川に

ょ
別
条
の
経
過
羽
t

叫
叫
間
数
ふ
釆
ぷ
、
得
た
部
と

f
る

/ワ1
¥イン

判
取
れ
山
助
務
一

UJ院
汁
り
給
I
J
煩
は
、
ト
立
に
掲
げ
る
川
市
μ
J
H
パ
額
の
介
バ
績
を
、
六
円
執
務
時
山
に
ょ
う
て
勤
務
す
る
織
良
に
あ
っ

て
は
二
三
時
一
州
、
そ
の
他
の
職
員
に
あ
っ
て
は
よ
夜
た
日
の

γ-め
る
時
間
数
を
い
川
て
除
し
て
待
た
ぬ
と
す
る

r

俸
給
月
間
、
給
科
月
刷
出

r
U給
若
に
あ
っ
て
は
~
十
け
分
ぃ
J

す
る
。
」
叫
ん
疋
加
給
月
一
伺
及
び
判
定
加
給
慌
時
国
給
月
組

二
、
比
時
抗
昨
日
出
子
中
ー
の
Iλ

給
そ
-FJ

又
け
る
vc
は
、
前
号
の
H
h
d

討
の
〈
は
!
山
積
に
そ
の
勤
務
地
に
つ
い
て
d

疋
め
ら
れ
た
此
時
川
町
務
拍
子
当

の
tf
人川
r
h
f
い
山
行
会
門
紙
じ
一
工
科
川
h
J

金
収
似

昭
和

作
汁
法
伴
第
一
日
川
号
の
臨
時
子
汽
の
ー
ニ
刊
を
-
又
べ
け
る
苔
は
、
市
二
口
勺
の
月
額
の
ん
』
H

知
明
い
そ
の
八
分
の
を
来
じ

て
小
持
た
八
1
4

稲川

川
山
、
昨
地

TJ当
の
支
給
を
受
じ
る
者
は

そ
の
円
江
佐

情_U<iL主 F.;-li<>-12) 268 〆201:L7 I 



五
、
そ
の
町
山
叫
が
刑
各
口
以
外
の
給
与
で
i
八円同
I
八
口
の
氾
め
る
給
与
の
又
九
町
会
」
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
さ
は
、

そ
の
給
与
の
円
治

(
深
夜
手
当
)

第
亙
条

取
]
止
が
ぞ
の
所
轄
川
a

の
長
の
命
に

t
り、

決
伐
一
T
当
は
、

午
徒
r

時
か
ム
什
l
一前一
r
川
時
ま
で
の
同
に
お
い
て
勤
務

J

た
場
九
け
い

h

リ
、
。

f
h
h

i
G
L

↑
 

そ
の
釣
務
時
間
引
仰
い
じ
じ

る

川
出
ト
む
の
深
夜
↑
]
当
の
額
は
、

J

品
川
り
ん
本
館
市
引
の
お
務
一
時
制
当
り
給
与
績
の

が
た
五
分
の
領
に
前
羽
の
ド
U
2羽
川
町
制
数
を
市
水
じ
て

行
た
額
と
す
る

一院

U
が
そ
の
問
料
げ
の
U

誌
の
命
に
」
り
、

第
一
一
条
お
ロ
ワ
に
何
げ
る
説
得
に
取
[
、

μ
ょ
っ
、
て
の
お
持
が
つ
後
ヰ
か
レ
干
M

削
九
時

ま
一
で
の
叫
て
あ
る
場
ム
↑
お
い
て
は
、
そ
の
巧
問

ω勤
務
に
つ
い
て
は
、
時
間
外
手
当
と
深
ー
伎
子
占
「
と
は
こ
れ
か
一
併
付
古
川
桁
す
?
/
ぺ

(
日
直
手
当
)

時
黒
川
ム
ハ
乱
宋

同
州
己
が
そ
の
断
お
日
の
長
の
ん
叩
ー
よ
り
、

休
イ
叫
に
本
務
に
沈
下
し
な
い
で
そ
の
凶
持
ι1d
に
お
い
ご
、

斗
也
子
当
は
、

いず企コ、

ぷ
侭
、

主
口
総
小
寸
の
川
河
ム
、

外
部
)
の

hd
持
及
び
川
内
心
昨
刊
院
に
従
事
三
Jμ

叫
ん
口
に
い
hu

い
と
そ
の
勤
務
紅
数
に
応
じ
、

情
口
問
、

、
」
れ
も
ケ

乙
h

J

ト
U

7

J

L
J
r
ι
品
川
勺

V

+

ノ

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

lり、
ごプ

ん
の
斗
分
に
で
ゐ
一
仰
と
す
る

、
山
辺
の

H
E
7山
一
の
組
は

?
の
助
津
山

d
L
っ
き

お
別
地
片
町

FA十
江
h
山
首
に
J

比
川
到
す
る
主
に
あ
っ
、
は

川

主

円

二
、
山
T
M
M
同
一
川
十
竹
富
山
台
い
介
状
動
す
ゐ
u
刊
に
あ
っ
て
は

九
十
円

乙
地
域
所
存
宣
誓
に
r
行
誠
一
ヲ
品
以
内
に
あ
っ
亡
は

台
一
九
円

側
、
丙
崩
減
討
す
ト
ト
」
口
署
ト
丘
一
諒
一
ー
す
九
州
以
刊
日
あ
っ
一
に
は

五
十
円

的
判
明
一
語

rJ
に
担
げ
る
地
域
区
分
は
、
川
時
包
司
務
地
子
山
wl

ヌ
給
平
引
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
J
ゐ

J

取人法羊)fi3 (2--: :5) 2印 "21:1:1.71 
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ら
悩
鹿
手
当
)

第
七
条

住
市
直
子
ど
は
、
議
口
が
?
の
所
轄
川
の
長
の
~
叩
に
よ
り
、
十
A…γ
傍
」
従
ヰ
し
な
い
で
そ
の
王
古
yL
いい山

L
て、

-T
台
、
設
備
、

ゴ
問

市
品
、
ー
一
常
相
手
の
畑
山
八
、
外
部
と
の
連
給
忍
び
寸
什
の
監
視
に
従
事
し
た
域
合
に
お
い
て
そ
の
日
傍
一
団
設
ド
ド
応
〕
こ
れ
を
支
給
す

会〉

川
出
ト
む
の
伯
区
一
]
当
の
額
は
、
そ
の
設
務
制
に
つ
き
、
/
の
民
一

γ
に
よ
る
組
と

f
るハ

ザ
寸
別
地
域
叫
ケ
-
(
汁
守
山
一
人
比
…
訓

r
L
昌
~
あ
U
J

一
ご
は

]:t 

円

二、

M
T
地
域
所
有
一
一
寸
岩
に
2

日
勤
す
る
梓
に
あ
っ
て
は

四

八

円

、
乙
削
減
所
T

守
一
〕
岩
三
勤
す
ム
umhvH
に
あ
っ
て
は

E
f
I
四
円

山
、
丙
川
削
減
所
存
官
山
吉
に
ん
勤
オ
る
荷
に
あ
っ
ご
い

十
円

示l

項
の
規
定
は
、

こ
れ
を
別
攻
布
一
ワ
に
拘
げ
る
地
域
い
比
戸
川
ん
に
準
用
す
る

J

副
長
沼

(
休
日

+
再
開
八
ん
弘
中
小

条
第
一
u
h
d

及
び
治
六
条
約
一
墳
の
体

R
は
、
白
行
執
務
時
間
に
よ
っ
て
勤
務

1
7勾
戦
r

間
に
あ
っ
て
は
、

り
躍
り
、
明
治

ノー~乙M

九
年
太
政
伸
同

λ

仰
さ
窮

及
び
附
和
什
付
行
第
一
ぃ
五
り
に
引
市
川
疋
す
る
外
川

円
，
に
塀
川
正
す
る
休
眠
円

/
年
よ
年
拾
の
休
暇

、!
A
j
i

(
羽
交
じ

こ
〕
、
そ
の
仙
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
大
川
胤
丸
山
の

る
休
じ
ャ
と
す
る
)

出
張
中
の
職
員
に
対
す
る
取
扱

第
九
条

公
務
に
上
り
出
作
山
中
の
職
員
に
対
し
て
は
、
市
開
封

J

子
当
法
ぴ
涼
ー
代
半
γ
与
は
、
こ
れ
を
支
給
し
な
M

U

川
一
し
、
戦
H
M

の
前
社
円

庁
の
口
氏
い
か
↓
匂
J

山
第
一
一
条
各
円
勺
又
は
治
九
条
あ
て
山
引
の
勤
務
に
桜
ず
く
き
こ
と
を
指
一
川
1
て
出
張
を
命
じ
れ
J

J
刑
台
は
、
こ
の
刊
ほ
れ
て
な

t、
、正
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戸
品
目
附
数
計
算
)

第
十
条

わ
れ
粂
の
出
迎
勤
務
時
叫
数
J
J
〈
は
お

h
条
第
A
F
引
の
勤
務
時
川
叶
数
の
符
切
計
算
の
場
合
に
お
レ
一
¥

一
昨
一
川
崎
に
目
、
な
し
川
叩

殺
が
あ
る
ど
き
は
、

一
ト
分
以

l
は

、

こ

れ

や

時

間

と

に

一
分
土
木
満
は
こ
れ
を
切
捨
と
る
一

J

時
間
同

LJ1リ
人
は
ぷ
日
夜
一
十
ψ
」
の
績
の
川
政
い
十
本
満
の
端
訟
は
、
こ
れ
を
銭
円

v
i満
「
し
め
る
〉

(
支
給
手
続

J

第
十
一
条

可
轄
庁
の
一
円
は
、
超
過
点
的
効
ム
刊
九
1

浮
及
び
認
治
詞
務
j
当
作
用
符
を
ん
成
し
、
必
民
事
一
却
を
記
入
し
、
ム
っ
、
こ
れ
を
保

品
川
口
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
支
給
期
日
)

第
十
二
交

起
高
勤
務
ヱ
J
A
Y
l

は
そ
の
月
八
千
乞
、
笠
円
の
俸
給
又

の
支
給
{
一
ん
円
に
、
こ
れ
を
支
出
析
す
も
似
し
、

日
回
日
リ
い

の
支
給
会
一
千
ん
け
司
令
4
n
f
h
対
〕
て
は
、

の
土
絵
芝
イ
は
ま
で
の
分
を
、

ι次

H
v
y
A
m引

rる

そ
の

そ
の
内
-w
けは

労
的
H

比
一
泳
法
-
れ
ぞ
れ
に
止
い

時
間
外
一
千
J
V

一
や
渋
伐

J
り一

y

い
つ
九
一
い
い
い
ず
語
も
こ
れ
か
色
味

当
初
の
こ
と
な
が
ム

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

す
る
と
こ
ろ
を
合
的
、
労
基
汁
、
の
川
容
に
lhvb

コル
y

も
の
1

〆
な
っ

C
お
リ
、
い

J

門
司
外
勤
務
と
休
日
勤
務
を
ヨ
別
す
る
L

い
う
九
九
州

h

は
そ
こ

体
ー
は
週
休
じ

(
戸
ト
曜
戸
一
と
机
ん
沿
い
の
双
方
を
yfい
し
じ
も
の
と
鋭
ん
ふ
さ
れ
て
お
り
、

に
は
み
ら
1

れ
な
い
も
の
の

こ
れ
を
河
川
J

止川怖いいいレ

考
え
れ
ば
、
違
和
感
な
ノ
読
め
ふ
。

た
し
か
に
、

r
h
珪
監
督
者
Lγ
〈
パ
む
叫
寸
革
法
問
一
条
カ
J
E
J

に
該
当
す
る
職
員
に
勺
い
て
、
法
伎

I
J当
の
支
給
を
吟
外
し
て
い
る
点
は
、

現
伐
の
哀
準
法
の
解
択
と
は
単
一
な
る

k
は
い
、
戸
、
同
九
止
の
間
一
釈
し
f

一
し
ご
も
、
そ
う
し
た
日
釈
ド
ま
っ
と
く
成
り
立
ι

に
な
い
と
い
、
つ
わ
円

で
は
争
い
u
m
円
原
監
当
苔
苛
に
は
、
品
片
山
外
子
」
「
J
b
深
夜
干
中
」
も
、
民
一
退
色
，
拍
手
巾
l

h

仏
茂
)
と
し
て
、

4
れ
を
ぷ
給
し
な
い
と
い
う 凶

取人法羊)fi3 (2 --::;¥27: i2C13.71 
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条
文
の
ス
タ
イ
ル
は
、
む

L
ム
ソ
〉
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
f

さ
え
い
ろ
の

現
ム
す
も
公
務
員
の
百
戸
川
介
一
」
は
、

に
、
叫
べ
る
よ
み
に
、

こ
の

e

ろ
な
与
え
方
が
い
休
町
さ
れ
て
い
る
ぺ

ゴ
問

い
わ
ゆ
る
法
均
残
業
に
つ
い
て
は
日
憎
を
認
め
な
い
ピ
い
う
口
t

を
台
め

文
{
T
ど
お
り
v一
日
立
広
一
件
一
千
ぺ

i
ス
と

L
C

準
引
の
内
台
げ
は

い
る
。
こ
う
い
っ
ト
ち
刊
い
し
り
は
を
か
一

J

た
の
で
あ
る

問
昭
和
二
=
年
白
口
一
い
に
公
布
さ
れ
h
J

ー
は
守
服
H
H
の
訴
給

7
尖
j

袖
に
刈
↑

;Q法
徐

北山門川
γ

あ
川
六
旬
、

点
ロ
J
袖
行
、
は

勤
務
時
聞
や
浩
一
品
説
得
寸
土
ー
が
守
に
川

r
L
規
J

て
を
九
百
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
年
二
一
月
二

U
に
公
布
を
み
た
一
政
府
機
門
買
の

新川崎
h
ぃ
j
生
長
捻
日
間

7
る
は
停
の
一
市
を
改
正
ヨ
る
1
M
伴
」
(
法
律
二
六
立
一
勺
、
山
花
二
凶
年
一
月

Hι
山

J

打、

は
、
そ
の
内
究
を
ほ
ぼ

一
新
し
、
次
の
よ

7
に
定
め
る
こ
と
に
な
る

(
一
週
間
の
労
務
時
間
)

第
十
九
朱

枕一
R
の
勤
誇

UJ院
は
、
保
い
世
時
阿
L
V

除
1
3

一
JA
出
向
に
つ
一
い
一

L
Eト
時
間
か
|
一
つ

r
F
i八
時
間
か
こ
1
4

な
い
花
附
内
に

お
い
て
人
事
院
規
則
三
定
め
る

ハ
ノ

ヰ
-
干
の
い
以
は
、
そ
の
官
庁
の
特
孜
の
よ
U

山
女
に

j

応
ず
る
た
め
、
人
手
況
の
求
訴
争
終
こ
、
休
想
時
川
叶
弓
一
除
き
、

十
け
司
こ
J

L

、
q

:
1
3
1
u
i
f一
し
で

J

「
時
一
同
を
て
ら
ず
四
十
八
吋
一
同
そ
こ
え
主
い
範
河
内
に
お
い
て
、
山
mJA
の
規
{
て
に
よ
っ
て
定
め
た
抗
務
時
間
歩
一
正
一
史
〕
f

人
法

rhド
M
L
V

F

F

3

 

9
Q
P
~
レ
~
》
引
い
H

f

、
も
d
z
G
L

A 

Q 

山
二
{
円
一
の
設
務
引
間
は
、
お
に
支
昨
の
な
い
限
円
、

月
曜
じ
が
り
土
曜
ロ
レ
ま
と
の
六
じ
山
に
討
い
て
そ
の
拝
転
手
一
一
行
い
、

じ
隠
ド

は
、
勤
務
を
長

L
な
い
円
、
と
す
る

o
M
L、
げ
企
庁
の
E
A
は
、
特
別
の
助
成
ず
に
J

応
南
干
す
る
職
員
に
つ
き
、

人
半
続
規
刈
の
た
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、

U
附
昨
日
以
外
の

u
rー
も
っ
て
投
訪
を
要
し
な
い

U
と
す
る
こ
と
が

A

じ
さ
る
〈
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戸
給
片
J

の
減
傾
)

第
二
十
条

戦
「
司
が
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務

L
な
い
ご
い
J

に
つ
き
特
」

時
一
同
に
つ
き
、
第

r

山
朱
に
北
'
屯
す
る
動
務
一
戸
川
…
同
小
当
り
の
給
与
J

街
を
減
約
レ
て
給
与
を
支
給
す
F
Q
F

の
あ
っ
p
t
崎
〈
川
を
除
ノ
¥
外
、
ク
ご
引
勤
務
1
J

な
い

(
超
過
勤
務
手
当
)

第
二
十
一
条

ぐ
っ
す
川
叶
二
イ
川
リ

J
C

一
f
u

ォ

1
H
:
ー
メ
|
一

{ur~γ 

仲

hzz
引が
J

川
相
祉
の
訟
一
林
山
町
制
を
こ
よ
ハ
て
読
め
借
す
る
こ
と
を
ム
リ
ぜ
り
れ
た
聡
封
に
は
、
正
却
の
一
点
湾
問
問
を
こ
え
て
詞
務
し
た
れ
一
了
、
へ

此
吋
山
に
つ
主
、
第

f
i
凶
条
に
規
定
す
る
一
吋
問
中
」
り
の
給
与
H
J
誌
に
と
ー
の
有
ん
?
を
来
仁
た
額
に
相
当

rる
ハ
ム
穏
や
一
能
ぃ
造
設
治
子
主
と
し
て
古
給
ず
る

正
却
の
羽
冷
刊
問
を
一
で
ァ
九
世
へ
倒

け
ん
止
川
問
に
な
る
ま
で
の
部
介

日
分
の
百

実
働
一

υ八
叫
院
を

F

ご
え
る
部
分

ム
円
不
り
の

U
二
十
J

{円

そ
の
勤
務
「
か

i

代
以
十
時
か
ら
当
司
の

i
r

日
十
九
時
ま
で
の
似
む
品
る
均
ム
ロ
仁
は

一
H
Y
H
M

の
白
h
l
l

(
休
日
給
)

第
二
十
二
条

羽
川
ん
)
同
リ
久
々
!
t
J
f
小
l
!
?
J

」コ
-
L
J

、

i
n
f
n
p
u
-
-ぶ
4
1
i
f
-
-
l
、
一

J

立
視
の

戦
い
聞
に
は
、

?と
c 

れ

休

uじ
お
い
て
、
江
堤
の
勤
務
時
川
叶
乙
に
勤
務
す
る

F
L
r
J
Z叩
ぜ
ら
れ
F
敦
員
じ
は
、
止
抗
力
助
校
時
四
刈
円
に
勤
務

J

/

十
時
羽

ハ
ノ

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

に
対
〕
/
¥
第

士見
.'E 

る

つ

取人法羊)fi3 (2-: 7¥27:1 i2C13. 7 

ー
四
条
に
制
定
す
る
践
校
一
時
間
中
」
り
の
給
ヲ
初
の
ム
自
分
の
日
一
十
ド
川
を
休
じ
給
と

L
て
主
給
す
る
こ
止
苅
の
勤

務
時
間
刊
に
」
部
品
守
を
し
て
も
、
休
日
給
は
、
支
給
気
れ
な
い

υ

「
休
じ
一

と
は
、

国
民
の
侃
じ
に
問
づ
る
け
仏
ハ
ド

(
印
刷
ね
一
一
一
一
司
法
山
い
お
口
七

1
八
号
-

羽
い
お
い
て

A 

Q 

はり
(
夜
勤
手
当
)

第
二
十
三
灸

け
視
の
訟
務
町
出
ー
と

L
て
午
後
十
吋
か
-
り
事
け
の
干

P

削

h
吋
ま
で
心
開
じ
数
社
叩
一
J
T
」
と
や
ノ
叩
点
い
ご
り
れ
た
腕
抗
日
い
は
、



，;~~ 

そ
の
向
に
町
山
川
し
九
三
出
一
刊
に
対
し
て
、
約
十
四
条
に
刻
だ
す

ー
万
f
q
}

伐
助
戸
丁
当

一川町…一同
ψ

一
り
の
し
記
号
ム
刊
の
ム
[
一
分
の

L
t
L勺
人
口
有
す
る
、

ゴ
問

勤
務
一
時
間
山
町
一
一
り
の
給
与
額
の
算
時

第
二
十
四
条

白
団
条
に
混
{
ん
す
る
羽
ル
時
二
時
間
当
り
の
給
じ
7
Uお
は
、
俸
給
の
「
口
組
y

勤
務
山
地
「
当
の
月
額
ど
の
合
計
額
に
ふ
一
来

じ
そ
の
績
を
一
週
間
の
お
務
科
別
に
h

を
乗
じ
た
も
の
で
除

L
た
績
と
す
る

U

さ
ら
に
、
昭
花
口
ノ
千
四
月

一
日
に
円
以
、
現
行
法
と
名
称
を
同
じ
く
す
る

一
段
恥
の
職
員
の
給
!
J

に
関
す
る
法
律
」
(
法
律
第
九

一色

τ

ミ
、
、
、
，
一
よ
一
一
泊

泊
r勺

Z
M
1作
Uz--J一j

カ

以
府
職
院
の
ぶ
給
与
実
胞
に

即
日
施
行

(
同
月

J

円
値
制

そ
の
規
定
内
制
作
は
r

剖
遣
し
允
F1
正
絞
の

売
す
る
j
工
事
一
を
ま

1

I

l

-

-

L

;

J

L

 

こ
れ
-
り
の
刻
だ
に
つ
U

て
は
そ
の
粂
番
思
が
変
更
さ
れ
れ

L

寸
ニ
ヲ
な
か
れ
、

、
，
一
副
}
、

広
に
正
り

ぞ
れ
が
T
い
条
日
慨
は
ヒ
げ
、
り
れ
、
υ
掛

川
h

九
ん
か
ら
第

北
条
ま
で
の
剥
疋
と
な
る
)
へ
)

手

}

ず

お

一

、

ふ
J
J
1
4
j

、
い
づ
れ
い
い
一
J

E

ヘ
ー
「
規
の
勤
務
町
山
同
」

こ
こ
仁
は
ほ
一
t
成
を
み
る
こ
と
に
な
る
代

を
む
い
パ
主
と
す
る
現
行
の
伝
体
点
、
は
、

迦
体
一
り
制
的
惇
人
泊
、
最
近
の
労
基
次
々
汁
に
作
品

J

必
百
合
除
け
ば
、

そ
の
後
現
引
に
ふ
る
ま
で
の
占
な
伝
一
兇
f
d
は、

①
一
法
内
残
尖
の

兄
whv

、

い
h
-
u
v
J

点、uw
r

実
的
時
閣
が
ヘ
時
背
を
同
町
、
え
な
い
埼
九
円
で
あ
っ

t
も、

止
札
ぬ
の
勤
務
問
問
吋
を
担
え
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
超
過
勤
務
子
心
告
の

ー
ん
給
内
九
け
が
'
円
分
の
什
ぃ

h
と
な
る
こ
判
円
相
一
五
刊

-
H
-

ム
じ
の
法
改
正

川
仲
間
体
第
一
九
六
口
、

間
利
二
六
年
一

H
一
じ
払

し

y 

~ 
cふ

，主

d u 

よ
し3ム J)

~ 

刈

Jお

「
法
律
第
♂

L
L
川
号
、
河
口
い
加
竹
一

ヘ
旧
川
円
寺
川
リ
中
止

Lhh
r.n 
干:1

一
大
「
一

っ

t
J
乃
ト
ム
ル
v
、下

J

l

r

h

i

-

-

P

}

1

ト

i
h

y 

現
行
法
k
は
呉
な
り
、
休
日
を
一
段
均
を
要
す
る

U
、
週
休

U

日
時
日
~
を
勤
殺
を
去
し
な
い

と
す
る
区
別
が
中
」
引
は

な
さ
れ
て
い
h

だ
め
、
多
少
一
戸
内
、
っ
J
て
ウ
は
あ
る
も
の
の
、
休
日
の

「
日
規
の
数
社
叩
晴
山
中
の
山
炉
支
持
」
と
な
リ
、
区
休
日
の

情_U<iL主 F.;-li<:>-IB) 27~ 〆201:L 7 I 



勤
務
か
「
正
規
の
勤
政
時
間
町
会
超
、
ズ
る
勤
務
一
こ
な
フ
Q
L
r

い
う
与
え
ん
で
は
一
世
ィ
〔
し
て
い
る
c

こ
う
も
い
、
ス
る
の
で
あ
る
c

現

1伏

現
行
給
与
法
お
よ
び
こ
れ
に
恨
拠
を
置
く
へ
事
注
反
則
は
、
お
過
出
淳
子
当
、

よ
ぴ
夜
勤
手
当
に
つ
い

v¥
次
の
よ
、
つ
に

m胤
{
似
し
て
い
る
n

(
超
過
勤
務
手
当
)

第
十
ー
ハ
え
〈

ι
l

相
仰
の
武
治
吋
問
を
h

だ
ら
え
て
役
務
ヲ
る
こ
と
主
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
一
は
、

d
州
引
の
お
は
叩
時
間
十
辺
、
え
て
勤
務
し
た
八
十
時
間

ド
対
し
て
、
羽
治
時
間
に
つ

J

点
、
お
九
条
↑
泌
{
止
す
る
勤
務

玲
問
主
「
た
け
の
給
7
訟
に

u
m引
の
約
務
吋
問
を
超
え
て
し
介
次

i
る
灼
印
閉
め
灰
分
に
応
じ
と
そ
れ
そ
札
日
分
の
一

u
ー

τ
か
ら

H
八
刀
の
皇
F

ー
ま
で
の
松
阿
内
で
人
事
院
淀
川
で
ー
た
め
る
叫
ん
円

(
円
で
の
納
得
か
干
後
十
叫
川
か
ら
制
す
の
午
前
Y
L
U

町
ま
で
の
院
で
あ
る
場
九
円
は
、
手
の
剤
合
に
一
H
Y
H
M

の

十
サ
与
午
、
加
算
?
〕
た
剖
九
U

4
一

来
、
午
、
何
何
?
h慨
が

M
U
川
出
勤
務
一
J
山寸

h
、d

J

支
MMmt
るヘ

正
規
的
助
待
問
閉
刊
が
剖
け

れ
よ

U

(
次
長
-
h
m
竺
九
に
よ
り
汁
需
の
勤
衿
時
河
川
に
助
筏
l

v

た
較
的
口
仁
休

uur九
が
支
給
さ
れ

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

る
こ
=
に
な
る
円
を
除
，
、

に
お
け
ゐ
勤
務

次
γ
引
に
お
い
と
司
ー

山
内
ワ

Jzzf 

グ
i

庄
司

人
事
院
規
則
丸
丸
七

(
超
過
勤
務
手
当

J

f

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
割
台
)

第

ベ2
労ぜ

庁
、
の
人
事
院
風
間
と
た
め
る
剖
~
い
は
、

次
の
各
口
勺
に
剥
げ
心
勤
務
の
一
三
分
に

'U己、
ω

ヨ
勺
尚
弁
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，;~~ 

号
い
定
め
る
割
人
門
こ
す
る

r

治ド
7

山
辺
市
十
六
条
治

取
お
一
号
に
掲
げ
る
勤
務

τ
仁
川
~
の
山
一

μ

l
十日

ゴ
問

給
与
山
第
十
六
条
川
端
攻
お

号
に
掲
げ
る
勤
務

十円古川の山田一一

t
l
r
山

" 

~，~. 

3 

に
川
到
の
灼
印
同
時
間
L
U
r
L
払
え
て
川
判
務
J
q
ム

ω
こ
と
を
〈
叩
ぜ
ら
れ
、

「
一
刻
の
勤
務
時
間
刊
を
が
一
え
て
し
た
勤
続
(
勤
務
時
山
:
に
お
ー
ハ
条
第

点
、
治
じ
年
及
び
第
一
八
条
の
規
zr
に
す
沿
っ

に
お
け
る
勤
枯
の
う
J

勺
人
ー
下
院
規
則
で
だ
め
る
も
の
ふ
除

り
土
リ
n
H
J
p
i
J

6
H
R
1
 

川
叶
円
に
っ
こ
、
六

l
叫
町
南
ふ
起
タ
一
一
戸
山
判
員
に
は
、

そ
の
六
ト
時
山
手
超
え
て
勤
務
7

J

た
い
す
川
崎
山
に
U

J

¥

5午プ

I長

一
引
取
の
規
疋

に
よ
h

一
読
み
件
、

xf
追
川
す
る
場
へ
い
十
ん
↓
f
hリ
)

の
規
た
じ
?
か
わ
ら
す
、
勤
務
一
時
川
に
つ
き
、
第

Iri力
H

叫
ん
に
波
疋
ー
す
乙
勤
務

時
N

向
、
↓
一
た
け
の
い
川
与
組
に
ロ
ノ
刀
の
宵

17

卒
、
の
勤
務
が
一
後
?

l

時
か
ら
翌
日
の
前
川
崎
凶
J
Z
T
の
苅
で
あ

甘い

ιー
の
内
[

を
一
見
じ
と
得
と
伺
い
を
mm一
週
勤
務
子
山
『
こ
し
て
ぷ
“
す
る
c

ι
F
斗

・

rυ

附

(
休
日
給
」

第
十
七
条

侃
じ
J

川
ト
上
る
休

U
等
一
略
)
及
び
年
末
年
対
の
休
じ
生
?
に
お
い
亡
、
正
以
の
日
記
務
時
山
中
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命

れ
た
聡
ロ
っ
た
同

J

げ
規
の
釘
務
叫
山
小
に
弐
め
惜
し
た
へ
で
引
闘
に
制
し
て

訟
務
一
時
間
に
つ
き

杭
九
条
に
規
定
ず
る
同
持
一
時

間
当
た
り
の
給
什
J

h

布
に
出
公
の
け
二

l
μ
か
、
円
出
ぺ
ん
の
山
I
ぃ
十
ま
で
の
範
向
山
で
人
下
院
割
引
で
定
め
る
刻
ハ
会
一
乗
じ
て
得
た
い
相
を

休

υ給
と
し
て
支
給
す
る

以
下
、
川
崎

J

人

事

院

規

則

貞

昭

(
休
日
給
)
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(
休
日
給
の
支
給
割
合

日
開
三
非
常

論
宇
治
第
卜
七
荒
の
人
場
院
視
則
一
γ
定
め
る
割
合
は
、

ハーへ刀の
f
[

二
一
!
?
比
ど
寸
る
じ

(
夜
勤
手
当
)

第
十
八
朱

正
規
の
訟
法
川
町
間
と
し
て
午
め
時
か
ら
有

F
の
午
、
町
九
時
玉
、
の
間
ド
ド
誠
一
務
ず
る
こ
と
を
命
ぜ
い
リ
れ
い
た
服
民
に
は
、
そ

の
聞
に
封
務
し
た
人
引
い
吋
同
日
一
対
じ
て
、
均
一
得
一
吋
問
い
っ
き
、
治

l
九
条
に
規
疋

7
る
幻
袴
蒋
山
当

n
の
給

7
官
似
の
一
円
分
の

五
を
伎
町

TJ当
と
し
て
主
給
ず
る
c

公
務
U
の
世
界
仁
は
、

近
休

μと
休

υの
い
に
り
は
あ
っ
て
も
、
労
i
h
u
出
の
活
用
さ
れ
る
世
界
と
は
述
ち
て
、
パ
川
い
だ
休

υや、
F
4
1
 

山
河
川

μ
んヲ

労
働
と
は
い
則
さ
れ

丸
、
、

I

V

L

J

i

J

 

ん
九
4
P

い〈

ぞ
れ
時
え
で
あ
ム
γ
っ
か
、
巡
休
日
に
お
け
る
起
過
勤
務
ヱ
L
」
の
支
給
制
九
円

も

"c 
L可

(f) 
.~ 

八、 J、
r 条

刀、 一一
吉 Js;
えふ
ノJ

V)  fJ 

人

I1 注
こ弘
己目j
:tl lL 

し， JL 
るJf-+ 

包と

一

い
勺
〉

J
D
、
休
円
治
の
ふ
和
訓
人
口
(
人
事
院
原
則
北
川
ド

〉χ〈、、、

'/'.! 

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

ま
-，~， 

昨
日
叶
外
労
働
の
時
背
が

か
司
ヘ
ワ
時
間
司
令
一
超
よ
一
ハ
ヂ
J

円
樹
立
に
お
け
る
初
旬
半
や
円
割
以
!
と
す
ふ
労
基
誌
の
改
止

法
律
第
八
九
口
、
平
成
一

A

二
午
刊
行

J

一
い
い
施
行
」
)

い
ん
円
わ
せ
て
、

一
羽
た
だ

γ?ヨ
の
迫
な

r

平
成
二
つ
咋

日
一
戸
の
法
改

u

二
よ
り
ん
ぺ
九
一
ほ
の
自
h
r
o
T
成

法
律
抗
日
、
ハ
母
、

ぬ
れ
円
は
改
J
H
労
長
叶
い
う
と

給

7
作
伯
区
u

改
汁
さ
れ

よド

円
一
一
ノ
円
内
法
改
正

wrJ 
じ

は
今
七
、

rt
規
の
説
務
時
間
会
制
問
え
L

し
た
一
部
務

Yあ
っ
ご
も
、
ー
川
地
休
ー
に
お
け
る
訟
務
の
う
ち
一
人
事
同
税
引

c

に
1
J

い
ご
は
、
で
の
持
山
を
よ
へ
い
吋
問
を
一
位
え
て
士
一
袴

L
た
時
間
か

一
心
め
る
も
の

こ
と
を
可
能
と
↑
'
る
も
の
と
な
っ
て

L
る
が
、

こ
れ
を
一
円
川
町
円
一
止
は
こ
れ
に
穏
当
ヲ
る

H
」
と
だ
め
十
一
人
事
院
規
同
心
規
定
(
九
九
七
川
第
条
)

は、

uγ
々
と
削
除 条

取人法羊)fi3 (2 --21¥277 i2C13. 71 



ベ
{C

れ
る
に
ギ
一
っ
て
い
る

一心、

l
国一
j
-

f
h
J
T
~
 

成
二
コ
今
年

バ

H
の
改
正

一
同
州
十
川
月

，;~~ 

つ
ま
り

公
筏
買
の
場
合
に
は
、
通
常
の
組
逝
勤
務
で
あ
れ
、
週
休
日
」
お
け
る
勤
務
で
あ
れ
、
そ
の
時
司
散
を
へ
は
計

J

昨
日
叫
が

ゴ
問

一
か
1
R
f
L

ハ
ペ
一
時
間
キ
一
超
え
た
L

主
は
、

五
荷
主
で
?
ソ
ブ
す
A

V

F

〕
い
一
に
な
る
〉
た
よ
、

一
五
に
は
子
悼
ー
の
制
約
と
い
う

規
定
う
ら
あ
り
、

ヘム
ld
百
円
ハ
が
民
間
企
業
の
従
叶
未
員
L
L
り
も
界
ま
れ

C
い
る
と
い

7
こ
こ
で
は
必
ず

L
も
な
い
。
あ
ιer
ま
じ

b
、
川
、
令
で
は

そ
う
仕
コ
て
い
る

U

そ
の
程
度
の
明
也
と
弔
え
る
の
が
、
む
し
ろ
止
鮮
に
近
い
と
も
い
ス
上
、
つ
「

公
務
員
型
の
1

ヴ
ゼ
ン
プ
y

d

ン

管
料
職
に
も
引
，
F4刊
問
法
山
政
則
は
あ
る

し
か
し
、
雪
国
川
駄
に
波
長
子
主
「
が
l
〈
給
さ
れ
な
い
の
は
公
務
民
も
円
じ
で
め
り
、
深
夜

勤
務
に
叫
け
し
て
割
増
が
付
か
な
い
こ
と
も
、
公
務
民
、
の
鳴
ん
パ
に
は
弘
津
上
既
成
に
営
、

ιて
い

一
円
一
弔
十
!
ご
ん
十
刊
で
ど
軍

l
人
か
た
ま
じ
の

ー
品
{
合
同
、

管
理
職
員
ゆ
て
に
は
活
用
な
い

一
九
九
仏
に
の
人
第

地
ハ
が
手
札

J

ゃ
に
あ
る

主l

こ
こ
に
い
う
ー
谷
理
職
員
等
と
は
、
民
阿
の
管
理
職
♂
一
ふ
一
ふ
ゴ
に
相
当
す
る
、

一(ハ)叫れの

に
円
相
刊
戸
一
す
る
一
体
給
の
判
明
嗣
蛇
!

領
」

地
ん
川
大
機
関
長
今
的
、

の
ほ
か
、

「

MFm門
職
員
二
川
条

概
ね
課
長
以
卜
の
さ
が
と
れ
に
該
ぃ
「
す
る
)

1民

専
門
ス
グ
，
フ

グ〕

蔚
!l 
を

は三

万る
1'1 識
を員

l口|そ

'vν 〉

場 ciX
:子 す芳
も ι 〕

あ絞
る2 が

総

卜

Jち
~0 

一
を
桁
1
7

二
立
れ
の
一
口
一
一
世
一

刀、

の
特
別
訓
整
額

(

1

月
初
)

給
i
J
訟
に
、
二
の
よ
う
な
お
週
副
社
中
一
「
当
手
仁
明
寸
3

る
嵐
だ
の
迎
崩
を
玲
外
!
?
す
る
じ
は
の
だ
め
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、

昭
利
二
十
〕
刊

行
口
じ
の
法
改
川

に
よ
る
も
の
と
あ
る
が

弘
津
聡
に
い
超
而
辺
誠
務
「
当
ベ
3
ト

法
戸
偽
一
一
一
一
川
区
、
中
川
川

i

口
い
け
施
行
」

そ
の
結
果

代
え
て
一
俸
給
の

が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
ぷ

J
J

た。

二
乃
二
レ
こ
謁
主
し
亡

一

〈

l

1

7

1

1

1

ι

給
与
法
の
改
正
案
に
つ
い
て
よ
借
ぷ
し
た
W
い
会
に
お
い
て
も

ょ
の
特
別
調
整
r

訊
と
い
う
も
の
は
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職
務
内
九
件
が
時
川
叫
的
に
計
測
1

J

が
た
い
こ
い
う
も
の
に
お
し
て
、
従
来
の
悩
過
勤
衿
JTω

制
由
民
会
一
昨
ム
い
ト
し
ま
し
て
、
一
、
の
特
別
詞

差
額
と
い
う
も
の
や
っ
け
で
つ
1
f

い
ろ
泌

F
C
こ
、
さ
い
ま
す

と
い
っ
p

佐
口
心
可
日
ム
深
川
Y

叫
ア
れ
わ
れ
ど
レ
ふ
っ
し
ユ
た
、

超
過
勤
務

7
常一

ヂ

lu

九、、え仁、

山
和
い
別
川
叫
蕊
伯
い
を
特
訓
識
に
芝
給
す
る
叫
が
山
に
つ
い
と
は
、

一7

が
人
き
な
河
川

ε

「
同
日
的
な
剖
提
が
し
に
ノ
い
こ
い
あ
っ

ご
ぜ
い
ま
す
。
し
か
し
、
明
犯
す
れ
ば
し
得
ら
れ
る
と
い
つ
も
の
で
は
な
く
し
て
、
勤
務
の
形
龍
、
と
い
た
し
ま
l
て
、
そ
う
い
う
時
間

的
に
如
何
札
ず
る
て
と
い
小
川
い
が
叶
で
あ
?
っ
と
い
行
ふ
ろ
い
考
え
ま
す
る
伯
理
者
胤
寺
、
ム
ー
後
は
す
べ
て
い
問
問
で
給

7
を
は
か
つ
て
↑
り
¥

と
い
、
つ
こ
と
を
わ
め
た
方
K
L厄
中
」
じ
あ
ノ
ノ
ー
と
い
う
の
が
こ
の
特
別
前
作
誌
を
巧
却
し
よ
う
と
い
う
理
由
で
ご
主
い
ま
ム
9

一
と
い
っ
た

!
ハ
ゲ
て
は
な
さ
れ
て
L

r-
一
品
川
が

ヲ
一
ョ
、
功
一

ι
:
i
~
 

-
7
;
 お
仁
み
た
給
つ
支
給
平
山
Mm

、
y

，
「
口
県
監
型
地
心
レ
は
超
直
勤
務
子
中
が

ι給
5
れ
な
く
な
ふ

冬
山
)

ピ
号
、
ズ
2

一川

は

F
T
あ
J

打、が

実
際
に
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た

約

7
-
fいに
i

た
ぬ
の
な
い
手
レ
」
は
主
給
で
き
な
い
も
の
の
、
叩
江
戸
山
中
川
町
務
一
十
当
を

笹
川
収
股
に
寺
、
れ
川
レ
J

{

は
な
ら
な
い
と
い
ろ
説

は
な
い
へ

ν

そ
こ
で
、
超
過
勤
務

T
当
が
や
む
な
く
管
即
戦
ヲ
!
V
寸
の
代
ね
け

か
務
め
る
こ
そ
う

L
た
正
γ
一
存
な
状
ト
討
を
戸
山
化

t
る
と
い
d

意
味
J
U

そ
こ
に
は
あ
っ
一
人
の
で
あ

hM7九
一ド
j

裁
判
百
泊
、
検
山
梨
同
に
つ
い
て
は
、
十
ん
に
み
た

「
労
協
A
L
J
市
沖
H

M

d

の
脳
行
に
伴
う
政
府
職
員
に
係

ya却
し
J

の
応
急
拾
置
に
悶
す

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

フ一司法律

司
法
に
ふ

ω
「
沼
過
勤
務
子
主
は
、
こ
れ
を
支
仏
子
一
人
情
い
と
い
う
ル
ル
が
、
主
初
か
ら
特
別
法
主
一

の
制
定
宇
部
A

け、

も
つ
よ
A
め
ん
れ
る
こ
こ
に
な
る
。

円
い
法
律
泌
じ

huおV
L

丸
山
げ
事
】
六
号
と
し
と
公

h
-
h
rわ
さ
れ
た

i沼
干:1

裁
判
吋
し
む
の
様
駅
争
，

A
H
I
L
l〕

uμ

九
条
明
書
、
お
よ
び

1

検
察
{
戸
川
の
俸
給
守
に
閣
ヲ
ノ
心
J
U
但

の

条

hHL吉
に
疋
め
る
規
定
が
そ
れ
ご
あ
る
が
、
裁
判
官
ま
た
は
曲
、
宗
け
一
口

む
あ
れ
ば
、
例
外
な
く
桂
川
勤
務
千
当
を
支
給

L
な
い
と
い
う

f
組
み
が
こ
こ
ト
ス
タ
l
v
ー
を
切
る
。

ま
た
、
こ
れ
ム
の
法
伴
の
恥
{
J

に
当
た
っ
て
は
、
以

F
め
よ
う
な
持
味
深
い
賞
投
も
民
会
で
以
交
わ
さ
れ
て
い
る

な
お
、
以
下
の 〆ハ

V 
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，;~~ 

長
援
に
お
い
一
え
は
、
ー
八
蕊
吉
町
ト
H

J

M

h

以
が
政
市
委
員
こ
し
仁
川
什
ハ
パ
を
行
つ
と
い
る
)

f

下
か
ら
離
れ
る

こ
λ
ー
い
っ
た
立
場
の
荷
に
は
極
め
て
ぴ
っ
た
り
述
剤
、
ご
札
三
の
じ
あ
り
ま
す
が
、

?十
殊
ぴJ

職
務

T 

，、
る
そア
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ゴ
問

C
委
員
長
(
伊
藤
修
者
)

裁
判
右
足
ぴ
検
百
小
{L
に
対
す
る
ζ

こ
ろ
の
労
低
基
準
以
一
い
抜
く
と
こ
ろ
の
吋
閣
外
手
当
、
超
渦

M
r山川

子
中
」
こ
れ
チ
え
ご
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
た
と
い
う
ニ
レ
に
主
つ
七
辺
山
を
一
う
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す

。
政
府
委
員
(
今
井
一
男
君

戸一山ト
U

は
裁
判
所
及
び
検
察
庁
心
出
と
も
止
劇
作
談
を
い
た
し
ま
し
た
結
県
、

纏
ま
h

ま
し
た
点
の

C

ご
ざ
い
ま
し
て
、
ふ
本
労
働
基
除
法
を
そ
の
ま
ま
解
釈
い
た
し
ま
ず
れ
ば
、
時
間
外
勤
務
は
す
べ
て
時
間
旬
に

d
確
な
計
貧
ゼ
い
た
し

ま
し
へ
そ
れ
桔
占
「
の
時
間
科

I
当
一
一
戸
官
給
す
る
の
が
法

こ
ろ
寸
あ
り
ま
す
「
常
し
な
が
ら
り
守
山
間
某
準
法
は
、
本
来
v
万
一
間
苫

ヰ
一
定
的
に
い
介
し
ま
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
関
係
土
、

以
械
を
離
れ
れ
ば
、

一

L
町

一

そ仁川ドて
μγ

い
い
う
も
の
い
ぶ
ら
下
っ
て
お
る
、

特
に
裁
判
t

ロ
円
で
あ
り
ま
J
q

と
か
、
検
察

E
で
あ
り
ま
す
L
P

か
い
、
7

者
に
は
、
単
に
む
庁
の
怖
い
を
く
ぐ
っ
一
に
い
と
片
の
聞
い
か
出
る
ま
で
が
勤

務
時
以
で
ゐ
rG
一

U

そ
り
れ
か
一
事
山
と
ご
り
勤
務
で
な
く
な
る
と
認
(
心
す
る
こ
と
も
小
都
合
の
場
合
も
ハ
プ
〈
ご
さ

i

い
ま
す
ん
の
で
、
行
事
の

件
只
l
、
肖
庁
内
仁
お
る
出
向
は
知
か
い
か
も
知
れ
ん
が
、

肖
宅
に
お
い
と
も
ふ
い
は
斤
庁
外
に
お
い
て
も
間
ω

に
什
寸
4

の
た
め
に
力

や
け
川
、
さ
入
/
必
け
れ
ば
な
わ
2

し
ゅ
丘
、
?
多
い
c

こ
れ
の
い
い
例
と
い
た
}
ま

L
C
私
共
清
光
い
た
て
お
り
ま
す
も
の
は
救
け
(
ご
こ
さ
し
ま

す
が
、
教
門
司
は
勿
論
本
職
は
数
増
に

ν一
っ
て
講
義
を
j
h
y
v

で
こ
ざ
い
ま
す
け
れ
も
て
の
外
に
技
来
や
作
り
、

る
ぺ
戎
い
は
採
白
4

存
す
る
と
い
っ
た
意
味
に
お

τニ
ま
し
て
、

U
J
校
の
門
会
一
泊
ま
し
て
も
札
に
計
事
、
執
務
と
考
、
ス
な
け
れ
ば
な
ら

ん
勤
務
が
あ
る
n

こ
う
い
っ
た
も
の
を

λ
恒
械
的
に
時
間
で
名
人
税
に

μ
る
と
い
、
つ
こ
と
も
手
、
心
身
分
の
関
係
か
ら
泡
ψ
」
と
も
考
え
ら

れ
ま
せ
ん
の
工
、
ー
へ
体
こ
れ
を
年
説
い
た

L
ま
し
て
、

的
一
行
政
富
市
~
丹
市
ド
ル
町
制
乃
ム
I

一
山
部
内
総
通
勤
坊
を
し
ι

に
も
の
、
こ
、
つ
い
う

前
松
の
ト
に
そ
れ
だ
け
の
手
巾
ー
を
本
俸
の

史
に
そ
の
札
パ
一
、

一
主
投
程
度
段
ι門
む
よ
り
も
使
送
す
る
と
い
う

み
ま
し
て
、



す
馬
台
検
事
的
給
ヲ
の

で
き
ー
っ
て
お
り
ま
宇
、

判
明
は
そ
れ
J

け
も
名
工
色
を
付
け
る
と
い
、
ペ
ゾ
坊
で
今
刊
の
m
批
判
目
の
民
明

が
で
き
上
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
〆
て
も
従
い
ま
し
て
精
沖
じ
お
き
ま

L
て
は
、
超
過
勤
務
千
三
並
か
の
も
の
が
、
却
ち
昨
日
外
に
抑

コ
亡
、
7

{

L

一

Y

一
が
す
ご

の
小
に
含
ま
れ
て
お
る
「
従
っ
て
そ
れ
よ
り
少
ノ
て
も
別
に
す
よ
市
内
問
題
も
生
〕
な
い
し
、
多

く
て
も
、
心
給
と
い
う
刊
題
は
生
ー
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
丹
波
の
執
務
一
ぐ
あ
る
却
ち
基
準
法
い
お
け
る
例
外
ゃ
な
す
ど
い
う
与
え
刈
で
法

円引「
J

ふ
は
で
戸
っ
て
お
り
ま
づ
。

ふーん

司コ

凶
何
会
参
議
佐
川
法
去
門
員
九
一
九
議
活
品
川
第

ト」
F
O

一
号
(
川
和
二
一
年
五
当
じ

こ
こ
で
い
う
教
員
は
、
士
川
伐
J
V

舎
一
じ
の
教
員
を
念
頭
に
高
い
ぜ
た
も
の
?
と
之
、
え
¥J
れ
る
が
、
大
宇
教
員
に
つ
し
て
勤
務
蒋
闘
を
一
r
一
々
す
ふ

F

工
一
は
九
市
外
で
あ
っ
て
、

そ
の
必
要
寸
y
h
ぺ一なし

こ
う
し
た
お
点
が
当
叶
は
あ

/
J

れ
よ

v
J

て
よ
い

と
v

、P
J
O
A

J
l
u
f
 
し
の
迫
田
除
外
ほ
京
は

目
黒
一
二
円

!」
h
1
J
}ふ(++I少ナ、

f4内九

U
I
j
 

号

事

サ
五
凶
守
、

山
州
イ
斗
品
川
峠
汁
)
に

1附
fu 

よ
り
、
休
は
竹
内
市
、
状
動
ヱ
汁
え
合
む
も
の
と
公
め
ら
れ
た
ほ
か
、
数
次
の
式
改
正
ふ
長
て
、
日
在
辻
、
持
川
ま
た
は
伴
給
の

塾
…
言
問
、
超
沼
町
山
川
-
J

当
、
体
円
給
、
山
川
町
1
J

当
及
、
ぴ
宿

H
泊
手
引
古
川
、
こ
れ
を
:
又
給
し
な
い
」

〆

まl
メ乙

す

'" ， 
o 
(f) 

f 

c恥

'，' 
、

乙eii*1. 
~IJ 

な調

ヲナ間決とそJ) I~J 辺 l 八)

お
、
裁
刊
同
や
検
察
4

同
に
特
別
川
川
軌
ヱ
額
が
支
給
さ
れ
主
い
の
は
、

超
過
勤
務

7
虫
一
が
均
一
初
か
ら
支
給
さ
れ
な
い
も
の
と
包
わ
い
て
い
?
こ

こ
い
ト
1
lふ

一、
J

ミ

ザ

」

f
1
1
4ヶ
lv

裁
判
Jh
や
倹
也
山
λ

じ
の
報

U
a
俸
給
は

A

恥

MJL古
人
一
行
成
域
内
田
川
見
)
仁
竹
一
ベ
ー
か
な
り
十
一
戸
川
い
と
は
い
ろ
，
b
の
の
、
行
一
'h

川
初
の
年
収
は
、
法
科
二
者
守
構
成
ず
る
弁
で
Z

一
円
!
の
収
入
と
の
吟
衝
を
苦
慮
し
て
品
め

r
J定、一
J

れ
て
い
る
初
任
給
川
川
和
主
「
当
へ
ぺ
積

洲
一

を
含
め
ぐ
も
九
七
ひ
万
円
鮮
度
と
さ
れ
て
円
。
打
、
村
い
?
げ
ん
学
の
教
員
で
い
え
ば
、

-r訟
は
の
年
収
を
ト
回
る
こ
と

ドペ、
H
f
、十し〕「
J

J

ノノ
J

ノ
r

、

は
ほ
ぼ
閥
涼
い
な
い

だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
布
教
役
以
上
の
救
員
に
つ
い
亡
は
、
裁
判
ば
ヤ
検
察

AU
の
加
刊
に
散
っ
て
、
行
事
を
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，;~~ ゴ
問

し
た
躍
り
や
時
仙
帯
主
一
間
わ

V
、
子
当
一
ー
支
給
の
問
題
十
生
な
い
、
そ
、
ぺ
し
た
「
汀

H

L
P
h
w

い

ヶ
ー
さ
る
城
境
を
つ
く
乙
ミ
セ
で
は

t

、
つ
考
去
る
の
は
、

お
そ
ん
く
筆
者
ナ
け
勺
は
し
め
る
ま
し
}

i

「
目
家
公
務
自
の
，
力
山
崎
時
限
お
い
肘
対
抗
に
コ
い
ず
に
」
は
、
平
寝
間

JThH
片
に
{
一
芯
ん
迎
休
一
〕
制
が
実
杭
三
れ
た
こ
い
引
い
情
が
さ
れ
と

も
の
で
あ
る
古
、
明
白
は
喧
過
判
読
料
州
仰
に
め
の
埠
音
盤
仲
間
の
曜
に

L
亡
、
刈
惇
汎
庁
口
竿
~
つ
い

C
定
め
を
刊
く
も
山
川
;
一
な
っ
て
い
ノ
ザ

O

E
こ
こ
こ
に
い
、

1
一一
J

ゴ
ェ
述
川
町
職
円
一
と
は
一
交
五
混
雑
他
民
~
吉
、
口
/
部
、
さ
い
た
ま
力
、
横
弘
氏
生
J

」
い
あ
る
巨
官
に
公
務
t
る
収
見
」

少一、

A
L
-
-
六
人
代
制
恥
格
生
J

紙
貞
一
し
は
公
務
返
営
の
事
情
Li
よ
}
、

l
つ
の
島
蒋
や
一
川
川
町
九
百
川
仰
に
の
勤
務
が
必
咲
な
作
者

-KU詩
La
る

峨

H
-
刑
務
官
、
人
回
笹
川
岨

E
、
税
同
収
h
一
等
」
」
字
、
川
ノ
〕
平
山
出
山
勤
務
職
目
」
と
は
公
務
遠
片
の
事
情
ま
た
は
昔
日
必
、
九
一
品
、
持

γ

山
?
の
事
件
に
よ
!
パ
J

、い
l
H叩
品
川
仲
内
戦
円
い
レ
一
は
異
な
る
小
J

目
品
竹
内
~
勤
務
ー
:
勺
腕
民
一
列
一
L
り
胤
i
問
主
陀
J

と
を
、
あ
一
プ
レ
ソ
ア
ス
タ

f
ム
制
法
刈

川判長
L

ζ

は
研
究
川
川
口
豆
、
-
一
寺
川
ス
タ
ノ
ゾ
職
俸
給
衣
J
I
N
門川川圧な
v

」
を
U
M
寸
な
お
、
以
ー
の
ほ
1

丸
、
一
り
一
武
器
針
蒋
川
ド
職
ロ
ピ
L

と
い
う

刀
つ
プ
リ

J
七
日
uzu
さ
れ
℃
い
る
が
こ
れ
い
に
I
J
M

当
す
る
「
招
へ
い
型
ド
則
は
叶
究
l
A円
以
誠
司
l

同
は
い
な
7

F

h

J

↑
シ
ミ
一
れ
と
い
る

ヘJ
J

J

な
お
、
附
行
革
1

ハ
「
勺
は
、
民
生
、
郡
山
(
以
f
で
次
の
よ
、
つ
に
定
め
に
い
る
子
、
川
辺
仁
過
ぎ
る
と
の
印
象
は
K

口
め
な
い
仁
小
方
「
琉
埼

か
ら
み
七
%
前
時
間
制
定
公
u
f
i
L
i
h
端
克
士
郎
は
か
編

f
勺
倒
戸
間
J
4
u
T
」
「

U
本
討
論
析
、
ド
山
一
比
一
一
午
)
一
行
r
L
H
以
n

一
町
収
、
川
門
戸
、

を
停
廿
参
附

氏
一
土
地
/
机
刈
二

Jm山!?〆又ハド一
T
お
ノ
仕
官
上
ど
要
v
u
均
台
二
八
広
一
y
ハ
+
治
十
、
じ
ハ
捻
務
l
h
A

ド
ノ
汗
札
口

J
2
前
点
ノ
執
務
時
間
ノ
役

l

え、

扶
吹
又
ハ
班
長
ワ
九
州
ヘ
コ
ー
ヲ
付

あ
一
事
務
ノ
状
況
ニ
依
リ
必
要
ア
ル
「
ヰ
ハ
執
芹
げ
は
肘
院
外
摂
執
務
ミ
ヘ
ヰ
守
一
一
ノ
ミ
ヘ

ri
一
人
体
寓

E
Z
パ
按
禿
/
ぜ
阜
、
川
斗
ハ
ノ
他
日
川
ノ
セ
芳
P

ル

-rw峨
巨
可
ン
ア
一
忍
山
39
え
ハ
寸
辺
竹
ン
ー
一
ル
コ

1
ヲ
μリ

ル
一
本
民
長
官
ハ
折
同
一
M
員
対
ン
七
月
十
一
円
ヨ
)
べ
月

f

日
必
ノ
均
一
一
社
-
7
手
務
ノ
怯
礼
コ
ノ
計
!
一
j
i
l
l
-
以
司
ノ
伏
的
ア
守
ワ

μ

7
h
y作
住
/
事
詩
ノ
部
ム
い
)
京
リ
巾
」
設
相
閉
山
二
於
一
ア
休
削
ヲ
I
J
フ
ル
「
一
入
弓
伴
サ
ル
助
人
口
一
一
於
7
、
約
ノ
矧
門
一
-
M
れ
テ
ン
」
F

F

J

ヲ
フ
ル
コ

ト
目
的
ハ
ス

日刊装牡仁ハ
J

他
ヰ
坑
ノ
事
務
ヨ
ゾ
所
宇
ス
ル
つ
ー
ハ
/
執
務
吟
附
此
休
必
↑
刊
ア
ハ
王
務
人
阿
弥
山
一
一
↓
A

U

f

よ

A

ル
コ
ト
ヲ
持

江
ト
ー
、
ご
一
議
録
台
一
凶
令
mu
引
用
に
当
た
っ
て
は
、

U
Iザベ了
υ
L
Z
決
辛
子
い
改
め
て
L

J

Q
〕

f へ

<6， 

4 
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へ
ら
な
お

7
1地
?
}
い
う
に
、

hvl
日HJ
h
u

凶
家
公
務
員
法
は
、
八
朱
喝
、
全
一
環
日
立
び
一
仁
八
条
の
九
州
日
刊
ぺ

J

ハ
が
よ
び
第
八
百
川
下
ョ

お
い
て
「
主
持
時
矧
と
い
う

H
F人
モ
伎
町
し
ご
い
入
、
一
学
工
、
「
吋
間
外
按
諮
一
と
い
ユ
一
7ρ
二
日
、
制
比
八
γ
々
と
現
第
一
号
~
刊
刊
行
訟
で

は
れ
ハ
「
勺
)

7

小
、
ご
れ
ヰ
一
泊
ρ
出
す
る
も
の
し
な
一

J

て
い
る
一

つ
E

バ
し
く
は
、
小
民
・
叫
拘
品
丈
〆
正
3
)

一
六
一
ハ
員
十
参
山
一

μ

?
よ
れ
に
と
え
ば
、
ト
ロ
一
日
す
六
守
法
人
と
%
削
法
市
川

p
公
務
員
法
の

H
m介

{
5
)
」
4

J

点
目
外
川
ム
ゴ
J

述
折
}
一
心
ハ
ケ

-r成
出

平

リ

一

河

口

号

、

九

一

は

を

巷

州

へ
立
に
枇
古
川
町
与
局
司
法
家
公
務
汽
給
与
臨
時
折
田
法
令
人
別
係
参
考
注
視
祭
出
利
一
十
二
と
十
一
月

H
H】
伝
一
一
八
刈
三
買
所
札
な
お
、

ド
払
は
、
刊

v
H門
会
凶
書
館
一
叫
代
フ
ジ
タ
ル
一
プ
ノ
ブ
一
フ
リ
ー
に
川
蔵
さ
れ
て
い
る

(
。
~
な
お
山
町
AAMで
、
ヨ
第
ほ
は
、
中
」
パ
行
正
時
に
は
も
引
の
ふ
も
つ
ト
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℃
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叫
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仲
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↓
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什
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叫
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=
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収
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神
武
大
出
ー
だ
(
何
月
日
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沼
天
民
間
へ
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白
け

J

パ
口
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、
ゲ
村
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皇
室
町
内
弘
、
秋
分
H
1
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引
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而
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民
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門
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町
治
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郎
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母
一
料
嘗
松
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お
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岱
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九
十
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一
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天

山

叶

行
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円

五
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カ
祝
祭
日
レ
一
て
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日
レ
さ
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な
お
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任
勅
令
冶
一
五
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も
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説
省
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間
科
吉
戸
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三
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六
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パ
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れ
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給

J

j

k

山
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川
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十
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政
伸
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給
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判
宝
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さ
れ
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川
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比
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れ
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の
で
あ
り
、
こ
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て
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わ
か
ゐ
よ
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戸
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与
や
の
油
企
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な
給
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給
ヰ
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1
て
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れ
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て
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仇
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仙
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与
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℃
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、
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川
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ポ
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小
川
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維
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h
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む
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台

三
札
て
い
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ハ
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1
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仔
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…
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と
え
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刊
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右
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刀
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又
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÷
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佐
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司
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叫
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H
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叫
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仁
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蛍
存
と
労
働
法
の
ノ
ず
ハ
ソ

d
J
T
L
リ
サ
l
テ
九
日
↑
〈
平
成
!
と
に
T

G
円
-
一
同
均
一

に
お
こ
に
指
摘
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草
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台
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叫
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岡
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と
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叫
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℃
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岡
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叫
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司
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什
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仰
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仔
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岡
山
児
て
て
る
間
活
活
動
諸
に
一
一

AVG

川
町
出
動
勤
務
ザ
十
川
↓
の
支
和
剤
剖
3

の

引
i
げ
に
間
l
、
月
九
心
持
阿
の
い
札
過
勤
務
4
F
I
附
の
指
詳
の
民
健
九
七
h

除
、
勤
務
の
革
問
主
定
め
と
引
証
書
即
除
す
ソ
ど
と
の
品
♂
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叫
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憲
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史
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蒋
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古
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仲
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れ
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を
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れ
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反
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伐
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イ
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叫
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葉
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仰
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一
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務
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述
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司
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仏
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収
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を
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司
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と
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蒋
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追
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又
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と

γ
勺
こ
で
あ
り
ま
ー
一

Z
F
h
ば
、
戸
〕
れ
が
は
日
過
勤
務
む
と
廃
止

F
ゐ
1
Y

一
γ
て
)
ど
に
よ
れ
ま
し
て
取
払
っ
し
[

「
で
ノ
j
い
つ
よ
う
な
、

f

一
は
、
戸
」
ふ
引
は
ν
R
M
一β
か
し
な
『

f

一一C
あ
?
っ
、
「
と
U

λ

i

J
に
与
え
心
次
常
一
ど
め
り
主
す
一
従
)
ま
し
て
ー
ド
均
的
な

Jむ
の
よ
り
ち
一
三
J
J一
低
い
校
庭
と
い
う
け
を
枝
々
は
れ
わ
っ
一
に
い
る
次
結
L

あ
い

F
Iす
ソ
?
刀
、
そ
の
m
h
一
昨
悼
の
-
一
い
は
、
や
は
り
従
烹
の
災
情
1

乙

ご
日
比
さ
れ
て
い
阿
る
べ
主
レ
ゃ
な
か
乙
〉
か
と
い
う
弘
、
っ
し
ど
っ
工
い
る
た
お
、
あ
り
ま
す

ヘ
川
小
山
一
な
お
、
技
刊
日
報
此
庁
、
犬
条
お
よ
び
松
村
hnぃ
体
治
f
ム
来
は
、
そ
れ
ぞ
れ
制
戸
川
「
一
時
、
次
に
よ
、
つ
い
定
め
と
い
ふ
人
ピ

第
九
条
噌
酬
及
び
沼
九
宇
中
i

以
外
的
北
斗

J

は
、
最
J
V
裁
日
町
三
1
、
い
収
直
裁
に
可

tR44E4三
-zE~すι
北
川
町
(
ス
{
ヨ
に
は
、
門
医
総
同
ム
f
f、
同
の
位
新

等
に
市
内
す
る
い
叫
ん
悼
の
剖

γ
咋
ー
そ
の
他
り
淀
川
叶
p
n
l
い
は
、
般
の
官
交
の
別
に
正
三
礼
円
以

j

一
両
被
川
所
の
だ
め
y

u

/

一こ
λ

に
よ
れ
ヲ
引
い
芸
人

治
サ
る
、
位
、
二
力
紙
主

η

伎
一
一
主
丹
凶
行
幹
に
伴
ハ

I

校
刊
以
い
百
円
に
係
る
約
与
の
山
会
拍
討
い
珂
t
る
弘
待
、
時
-
に
よ
ム
句
読
五
枇
務
了
々
は
、

二
札
E
I
J
人川市
1
J
ι

プ

lhlv

第
一
条
険
制
ポ
も
の
前
ド
J

h

f

悶

L
L
は
、
い
税
引
川
河
川
リ

U
E
び
こ
の
は
曲
目
定
め
る
も
の
を
除
く
の
外
、
検
事
松
江
、
次
長
松
事
及
び
怜
弔
問
民
ハ
コ

い
て
は
、
い
れ
間
総
E
人
口
バ
一
む
俸
給
等
に
市
い
す
る
法
小
山
の
白
川
に
で
ー
そ
の
他
の
検
製
守
に
つ
い
ご
は
、
般
己
史
の
川
内
に
」
士
Q

h

ロ

l
、

労
附
品
世
一
↑
三
位
寸
の
地
行
ド
伴
岳
、
ノ
政
川
悦
誌
に
ほ
μ

る
ι

一日
ι
J
m
U急
措
】
臣
千
九
判
寸
〆

V
A
斥
-
附
〉
ト
士
山
V

超
過
釣
お
j
v
」
は
、
}
れ
を
え
給
と

ゴ
問

(
お
な
一
炉
、

F

メ
リ
カ
4

お
い
て
も
、
救
川
は
、
従
末
、
が
〉
、
正
削
や
品
h

…
匡

M
y
i
〆

タ

ペ

研

修

F
を
今
川
む
、
心
一
口

1

y

c

じ
、

そ
の
郭
州
内
多
事
}
か
か
わ
ム
す
、
』
l
d
似
パ
町
一
同
規
制
-
割
滑
匂
九
九
小
規
川
け
)
の
迫
川
市
九
千
)
除
外
さ
れ
て
し
勺
が
、
そ
吟
」
ご
は
小
ム
l
r
j
校
エ
ず
の
教
諭
や

[み一一凶
T
J
K
の
お
牟
只
が
何
大
さ
れ
と
お
い
り
、
ト
八
日

f

紋
口
ハ
に
つ
い
〈
方
俊
刊
出
川
叫
引
の
尚
司
を
宅
、
ど
ん

-
Z
は
、
ぞ
れ
〕
門
体
が
ふ
ン
L

ン
ス
と
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間
附
さ
れ
七
り
で
あ
ろ

7
か
、
十
八
平
救
去
を
何
一
ぞ
↑
合
が
り
る
も
の
と
は
な

J
t
い
と
1

以
!
っ
台
、
小
児
一
知
的
吋
山
知
の
釘
叫
と
ん
刀
陶
川
円
出

川山白羽
P

L
八
反
ト
八
苧
出
凶
実
海
運
携
じ
μ
一ン
hγ

幅

八
I

死
活
封
じ
お
け
る
ハ
A
ド
町
材
円
九
九
長
大
学
白
下
ム
古
、
一
平
成
一
八
令
-
一
九
円
以
以
下
山
収
、

一
一
円
一
を
併
せ
寄
何
一

(
川
、
む
な
お
、
此
引
い
け
布
市
州
法
六
条
ぷ
よ
ひ
い
税
引
市
川
竹
俸
給
法
条
止
、
そ
れ
ぞ
れ
批
在
、
そ
の
一
市
J
p
h人
的
主
つ
に
定
め
て
い
匂

第
九
条
味
酬
以
外
の
給
片

J

は、

u
k
高
裁
判
所
三

l
最
高
裁
判
所
一
司
事
及
川
J

A

両
立
訳
出
所
長
す
に
は
、
社
民
職
の
川
州
民
の
約
九
い
民

L
T勺
法

ん
仲
ヘ
川
町
第
一
条
宗
門
勺
か
ら
議
月
十
J

門
勺
ま
で
に
品
げ
る
者
の
例
に
注
じ
、
判
主
及
び
第
日
小
川
一
u
定
め
る
特
例
月
記
の
U
W
剛
又
は
一
円
勺

か
ら
刈
ヶ
ま
で
の
祁
昨
キ
一
一
一
ス
げ
る
消
易
故
判
明
判
事
ド
ト

h
t

般
批
判
内
抗
見
の
沿
っ

P

に
珂

v

一
タ
る
法
押
戸
町
)
じ
よ
心
治
J

幻
聴
俸
給
先
日
の
迫
用

を
受
け
令
職
円
f

の
例
ド
キ
1
、
ぞ
の
他
的
裁
斗
f
r
r
い
に
は
、
般
的
{
R
市
ん
の
川
に
中
L
て
主
一
旦
同
裁

T
町
の
定
め
る
L
y
r

一
ろ
に
よ
ー
り
甲
れ
を
支
給

す
る

J

に
ど

l
、
有
凶
の
特
別
河
必
針
、
超
沼
山
初
日
務
I
J
1、
休
H
u
h
、
夜
勤

T
当
及
び
山
口
直
「
当
は
、
F

}

れ
を
支
給
し
な
}

第

条

検

察

し

rの
給
与
じ
犯
し
f
、
は
、
検
h'i川
氏
戸
時
一
時
び
P

}

の
正
伴
に
U
J
叱
る
も
の
を
た
え
、
検

]
2
4

ル
町
民
、
次
長
検
コ
及
び
検
事
長
じ

つ
い
て
は
、
特
別
以
の
総
門
門
前
与
に
閉
す
る
法
律
{
時
一
一
第
一
主
川
市
号
か
に
，
品
川
出

i

口
ま
↑
一
三
ー
ド
川
市
り
げ
る
者
の
例
に
よ
り
、
一
ロ
む
か
え

人
1

勺
ま
で
の
停
治
を
受
け
る
険
事
及
び
れ
九
条
に
だ
め
る
い
伴
川
市
L
Z惜
の
俸
給
J

ん
は
一
ノ
川

J

¥

は
「
勺
の
持
臼
れ
を
一
、
丸
山
川
る
凶
い
判
明
仁
つ

v

て

は
、
一
役
職
の
恥
口
の
新
J

に
院
す
る
日
山
市
「
山
町
よ
る
桁
比
職
俸
給
夫
の
ム
声
応
用
を
叉
け
る
以
u
R
m
伺
に
上
り
、
そ
の
他
の
愉
察
当
っ

し
て
は
、
一
般
打
千
人
の
引
い
一
ふ
る
九
だ
〕
、
体
ね
の
特
別
訓
主
領
、
白
忠
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
山
冷
却
子
J
1
及川

j

一括

H
山
子
一
斗
は
、
こ
れ

と
文
科
?

J

な
い

ヘ幻
J

た
だ
し
、
裁
刊
日
点
検
察
官
に
対
ン
て
も
、
特
別
調
主
詞
が
え
治
さ
れ
て
い
L

J

一
時
期
一
川
町
日
一
口
千
代
戸
れ
十
)
は
あ
コ
た
仁

(
民
一
一
玖
判
dh
の
初
任
給
剖
rw
ヤ
「
中
J

に
悶
ず
O
旭
川
L

お
よ
び
一
拾
い
h
E
m
初
打
給
利
宇
一
j
h
W
1

に
悶
プ
ラ
ム
匂
不
問
」
の
各
別
表
を
苓
出
な

ρ
、

こ
れ
ら
の
υ

市
川
抜
叫
所
規
制
γ

阜
、
法
務
大
比
司
令
は
、
一
給
与
小
一
ハ
法
一

r

Z

叫旬以円
μ
山
、
各
牛
収
)
げ
も
収
記
ミ
戸

t
い
る

戸
叫
山
一
氏
一
八
(
〉
判
ウ
ハ
バ
巷
読
花
「
「
務
委
員
会
宗
i

成
一
川
主
片
八
日
」
に
お
け
る

Y
川
敏
}
ハ
u

仏
諮
人
正
れ
の
岱
、
サ
を
巷
刊
、
且
ハ
北
川
中
ソ
い
は
、

次
の
よ
う
に
い
ろ
ご
い
山
川
は
、
へ
一
一
誠
司
叫
ん
市
勺
に
よ
る
、

。
国
務
大
田
一
(
小
川
敏
夫
君
)
キ
立
い

J

戸川

υ作
戸
を
経
C
そ
れ
そ
れ
が
裁
じ
呂
、
松
栄
守
一

ap--rTr
と
は
曹
的
道
を
ふ
一
も
わ
リ
で
ご

r
uま

す
が
、
弁
事
"
の
一
人
ム
…
笠
円
、
特
E
J
h
t
終
、
え
た
川
ド
浅
の
J何
年
、
ん
1
目
の
、
汁
唱
一
日
士
の
収
一
人
K
W
半
、
所
得
水
辺
i

に
い
λ

も
の
を
尚
京
し
ま
す
と
、
裁

1
E
検

や
K
の
祁
J
h

給
は
似
ド
ー
ζ
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長
止
の
調
査
で
す
と
、
人
山
体

U
川
市
格
問
終

f
一
年
れ
の

'fn識
の

年

収
h

J

〕

E
八
十
以
内
、
か
し
、
換
点
J

一
十
日
政
判
官
↓
も
同
盟
は

川
じ
ご
ご
さ
い
ま
す
が
、
人
信
お

t
て
わ
百
七
十
ゐ
円
乞
い
、
つ
一
工
)
己
、
一
円
十
万
打
科

-K
の
売
が
あ
る
わ
け
で
ご
苫
い
ま
ー
司
、
括
判
官
、
検

察
呂
、
給
料
だ
け
で
主
防
を
決
め
る
レ
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
り
ま

L
ζ
A
れ
ど
も
、
お
ば
り
し
い
人
材
を
裁
判
い
h

、
牧
長
官
に
な

Y

て

い
主
だ
く
た
め
に
J
、
や
は
り
弁
民
士
の
そ
の
一
午
正
の
戸
別
得
℃
ポ
ハ
懸
け
離
れ
て

v
る
と

V
7
ヲ
と
が
な
い
よ
ろ
け
一
利
持
し
て
、
初
任
給
ヰ
一

切
開
し
て
、
い
し
人
材
P
し
っ
か
り
と
裁
判
什
円
、
牧
耐
乏
~
な
っ
て
い
ナ
戸
さ
れ
い
と
、
こ
の
一
。
う
な
超
円
で
あ
る
と
考
三

f
u
リ
主
L
9
0

ハ一一

k
f教
己
、
へ
救
浅
い
ル
究
mu
業
仇
む
に
つ
い
て
は
、
手
門
主
務
川
古
川
王
労
働
訂
F

(

み
な
1
J
V
ん
働
時
制
川
「
)
川
山
中

Z

一1
人
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

川
J

泣
い
〕

(
i限
等

J

や
深
伐
じ
科
事
を
と
~
場
、
い
い
ほ
、
叫
河
川
内
一
明
記
官
ゎ
主
一
伐
労
協
に
対

v

一
タ
る
矢
川
叫
勺
ebF
同
世
自
主
的
支
払
い
)
を
小
児
れ
な
い

レ
い
J
限
界
が
あ
け
、
同
庄
九
品
川
川
U

九
一
山
妨
げ
}
な
一

J

てし
V

る一
J

ゴ
問
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